
令和７年度 第１回野田市地域福祉計画審議会次第 

 

日 時  令和７年７月２９日（火） 

午前１０時 

場 所  野田市役所 ８階大会議室 

 

 

１ 開  会 

 

２ 市長挨拶 

 

３ 自己紹介 

 

４ 議  事 

 

議 題 会長・副会長の選出について 

 

報  告 野田市地域福祉計画【第３次改訂版】における事業の取組状況 

及び【第４次改訂版】における今後の取組について 

 

５ その他 

 

６ 閉  会 



議題１ 

 

会長及び副会長の選出について 

 

 野田市地域福祉計画審議会設置条例第５条第２項「会長及び副会長

は、委員の互選による」の規定に基づき、野田市地域福祉審議会の会長

及び副会長を選出するものです。 

 

 

 

会   長 （            委 員） 

副 会 長 （            委 員） 



野田市地域福祉計画【第３次改訂版】取組状況

取組実績 評価及び課題

（１）あいさつ、声かけ運動の推進   地域で支え合う福祉を実現し推進するためには、市民一人一人
がお互いに関心を持ち、挨拶や言葉を交わす関係になることが第
一歩です。
「あいさつ」や「声かけ」が、日常的にまた継続的に行われる環境
づくりが求められ、挨拶や声掛けのきっかけとなるように、「あいさ
つ、声かけ運動」を全市的に展開し、毎年4月を強調月間とし,この
運動の輪を広げるため地区社協や自治会、その他あらゆる団体
の協力を得て、継続的な活動として進めていきます。

　「あいさつ、声かけ運動」を全庁的に展開していくた
め、4月を「あいさつ運動強化月間」としております。
市役所本庁舎前の懸垂塔に「あいさつ月間」（4月）
の懸垂幕を掲示し、広く市民に啓発を行いました。
　また、新規採用職員や主事級職員を対象とした接
遇研修において、あいさつの重要性の意識づけを行
いました。
　地区社協では、自主活動の中で声かけ運動を実施
しましております。

　職員研修や朝礼等において、繰り返しあいさつの
重要性の意識づけを行っておりますが、更なる強化
を図ることが必要であると考えております。
　引き続き、「あいさつ月間」（4月）の懸垂幕を掲示
し、広く市民に啓発していく必要があります。
　地区社協の活動は、地区ごとに活動内容が様々
で、バラつきもあるため、内容の見直しや活動の強
化を図る必要があります。

生活支援課
人事課
社会福祉協議会
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（２）地区社会福祉協議会との共働 地域福祉計画は、その地域の実情に即し福祉全体の包括的で基
本的な理念や目標を定めることを主旨としていることから、事業が
すぐ成り立つ性格ではないため、市民に地域福祉計画が理解さ
れる機会がほとんどないものと想定されます。したがって各地区
社協単位等での地域住民及び団体への周知活動や意見交換を
展開し、今後の地域福祉施策の展開について理解の促進を図り
ます。

地区社協への説明会は、実施しておりません。 　地域福祉計画の基本理念や目標、進捗状況や課
題について地区社協と共有し、各地区に広げるため
にも地区社協活動の活性化が課題です。

生活支援課
社会福祉協議会
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（３）情報提供方法や事業名の付け方に
ついての検討

市報、各種ガイドブック、ホームページなどによる市の情報提供
は、限られたスペースや、専門用語を使用することから、分かりに
くい場合があります。市民の誰もが読みやすく理解できるような提
供方法について配慮するとともに、事業実施や行事等に際し、興
味や参加意欲が起こるような情報発信を進めます。

　市民の誰もが読みやすく理解できるよう、市報やく
らしの便利帳には、ユニバーサルデザインフォントを
導入しています。
　各種ガイドブックやホームページなどにおいても市
民の誰もが読みやすく理解できるような提供方法に
ついて配慮するとともに、事業実施や行事等に際し、
興味や参加意欲が起こるような情報発信を進めまし
た。

　市報、各種ガイドブックやホームページなどにおい
て、市民の誰もが読みやすく理解できるような提供方
法について配慮するとともに、事業実施や行事等に
際し、興味や参加意欲が起こるような情報発信を進
める必要があります。
　専門用語は一般的な言葉に置き換えて理解しやす
くなるよう、配慮します。

広報広聴課
生活支援課
障がい者支援課
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保健福祉推進のための『人づくり』 （１）ボランティア情報の提供 市役所及び社会福祉協議会の掲示板等に各種情報を掲示し、ま
た、市ホームページ等を活用して、未経験者でもボランティアに参
加しやすい環境づくりを進めていきます。
そのために、「ボランティア通信」を市役所・支所に配置し、ボラン
ティアセンターの情報を、市役所ロビーに掲示すると共に、社会福
祉協議会の広報誌「社福のだ」やホームページで情報提供や周
知を行います。更にボランティア活動の相談・あっせんを促進する
ため、市内商業施設についても広報活動（相談・あっせんを含む）
を行います。

（１）ボランティア通信の配置
　社会福祉協議会（ボランティアセンター）発行の「ボ
ランティア通信」を市役所、支所、公民館等の公共施
設に配置し、情報提供を行いました。
（２）ボランティア情報の掲示
　ボランティアセンターの情報を市役所ロビーの施設
案内板の裏面を活用し、ボランティア情報の提供を
行いました。
（３）ボランティア広報活動（年2回）
　社会福祉協議会（ボランティアセンター）では、ボラ
ンティア層の拡大を図るため、市内商業施設におい
て広報活動を行いました。
　また、社会福祉協議会の広報紙「社福のだ」、ボラ
ンティア通信、ホームページ及びＳＮＳ等を活用し、
ボランティア情報を周知しました。

　ボランティア通信や社福のだ等のボランティア情報
を見てボランティアを希望される方から問い合わせを
いただき実際に活動へつなぐことができました。
　引き続き情報提供を行い、ボランティア活動に対す
る理解や福祉に対する意識の高揚を図る必要があ
ります。

生活支援課
社会福祉協議会
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（２）ボランティアの育成 ボランティア養成講座受講者やボランティア経験者は、毎年多数
生まれていますが、情報不足やきっかけ不足により、次のボラン
ティア活動へとスムーズに入れない人が少なくないと言われてい
ます。
その人たちが、地域内で孤立せず、継続的な活動が続けられるよ
う、地域のリーダー又はコーディネーターとしての役割も担ってい
る地区社協や社会福祉協議会と連携し、地域の実情も考慮しな
がら、引き続きボランティア育成に努めます。

　ボランティアセンターの運営とボランティア育成のた
め、引き続きボランティアコーディネーターを配置し、
事業を実施しました。
〇職員体制：コーディネーター1名
〇勤務時間：8時30分から17時15分
　　　　　　　　（土・日・祝日を除く）
〇ボランティアセンター登録状況
　93団体（1,491人）　個人：160人
〇ボランティアに関する相談、斡旋
　　相談件数　646件、　斡旋件数　180件
〇福祉教材、機材の貸出
　関係機関、地域団体、ボランティアの方々に無料で
貸し出しました。
〇ボランティアの養成
　各種ボランティア養成講座の開催
　夏休みボランティア体験講座

　令和6年度における登録団体数は、前年度から3団
体増加し93団体となりました。
　団体登録においては13名減少の1,491名、個人登
録においては14名増加の160名となりました。
　新型コロナウイルスの影響により、ボランティアの
登録者数、要請件数が減少しておりましたが、徐々
に要請件数が戻りつつあるため、ボランティア活動に
対する理解や福祉に対する意識の高揚を図る必要
があります。

生活支援課
社会福祉協議会
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（３）ボランティア活動の支援 市民活動支援センターは、NPO法人やボランティア団体などの市
民活動団体を支援するため、前身のNPO・ボランティアサポートセ
ンターから機能強化を図り、市民活動団体の支援を行っていま
す。今後も、市民活動団体の活動を支援していくため、相談業務
の充実や学習会、講座の開催、活動の場の提供などを実施しま
す。また、市民活動団体の情報の収集、情報の発信を行い、行政
の各部局との連携を図ることで、市民活動団体との協働によるま
ちづくりを推進します。

　市民活動支援センターでは、市民活動団体に対し
て活動を支援するため助成金学習会、パソコン学習
会及びNPO法人学習会を開催するとともに、登録団
体の活動内容などを市民や団体への情報発信とし
て機関誌「市民活動つうしん」を年6回発行しました。
　さらに、市民活動を広く知ってもらうため市民との交
流を図る場として、「第7回市民活動元気アップふぇ
すた」、「福祉のまちづくりフェスティバル」、「市民ふ
れあいハートまつり」と合同で「のだ　市民活動ふれ
あいフェスティバル　2024」として令和6年11月17日に
同時開催しました。

　市民活動団体やNPO法人などの活動状況の確認
やコーディネーターを中心に随時相談を受けました。
また、市民活動団体支援補助金制度により、市民活
動団体の運営を財政面から支援する取組を実施しま
した。
　「元気アップふぇすた」の打合せを通じて、NPO法人
やボランティア団体などの市民活動団体同士の交流

市民生活課 84 6

担当課 ページ 項番

保健福祉推進のための『きっかけづくり』

令和６年度
基本方針 関連事業 事業内容及び方針
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野田市地域福祉計画【第３次改訂版】取組状況

取組実績 評価及び課題
担当課 ページ 項番

令和６年度
基本方針 関連事業 事業内容及び方針

　「こまめカフェ」については、令和6年9月25日と令和
7年3月9日に市民活動団体と市民との交流の場とし
て開催し、多くの市民活動団体に活動内容などを報
告してもらい市民との交流を図ることができました。
　令和6年度野田市市民活動団体支援補助金交付
実績（令和5年度審査会で採択）については、市民活
動団体の組織の運営や自立の強化を図る取組に要
する経費に対して5団体に補助金を交付し活動を支
援することができました。

もできましたが、さらに団体の交流の場を提供する必
要があります。来年度は新たに施設訪問を行ってい
る又は興味がある団体同士の交流会を開催し活動
内容の充実を図るとともに、市民活動団体との協働
のまちづくりを推進するため、行政の各部局との連
携にも努めてまいります。

（４）学校・地域における福祉教育の充実
（福祉人材の確保・養成）

地域福祉を推進する人材を育成するためには、学校教育におけ
る地域との連携や交流の場へ児童・生徒が主体的にボランティア
活動に参加できるような機会づくりが重要です。これまで、福祉教
育の充実また、高齢者や障がい者とのふれあいを通して、共に生
きる社会の一員であることの理解を高めるなど、地域福祉の推進
に寄与することを目的とした事業を開催しました。今後とも、若い
世代にボランティア活動に対する理解や福祉に対する意識の高
揚を図るため、児童・生徒の交流の場への参加促進に努めます。

　市内各小中学校において、総合的な学習の時間を
活用し、高齢者疑似体験や車椅子・目隠し歩行体
験、点字体験、高齢者との交流会、福祉施設訪問、
障がい者との交流会、講演会を実施し、福祉教育に
取り組みました。
（１）車椅子・目隠し歩行体験講座・高齢者疑似体験
　講座実施校：二ツ塚小、みずき小、尾崎小、木間ケ
　　　　　瀬小、岩木小、七光台小、南部小、北部小、
           川間小、福田第二小、清水台小、山崎小
（２）福祉教材・機材の貸出
　・高齢者疑似体験セット：川間中、南部中、
　　　　　　　　　　　　　       二ツ塚小
（３）夏休みボランティア体験講座
　・高齢者疑似体験（7/31実施）14名
　・科学実験教室（8/25実施）28名
（４）ボランティア養成講座
　市内小中学校での福祉教育（車椅子・目隠し歩行
体験等）に携わるボランティアを養成しました。
（５）第50回”おひさまといっしょに”
　開催日　令和6年6月15日（土）
　場　所　関宿総合公園体育館
　参加者　障がい者等約650人
　第50回”おひさまといっしょに”は東部小と東部中が
参加しました。

　例年、市内の各ボランティア団体の協力を得て、高
齢者疑似体験や車椅子・目隠し体験、点字体験、手
話の学習等を実施し、障がい者に関する理解を深め
ております。
　令和5年度に引き続き令和6年度も、総合的な学習
の時間等に各校内で取り組み、貸し出し用の教材を
活用して、子ども達の体験的な活動を進めました。
　今後も、総合的な学習の時間などを活用し、子ども
達が主体的にボランティア活動や高齢者や障がいを
持つ方々などとのふれあい活動等に取り組めるよ
う、働きかけてまいります。（「野田市手話言語条例」
の施行とも併せて。）
　また、引き続き、若い世代にボランティア活動に対
する理解や福祉に対する意識の高揚を図るため、車
椅子・目かくし歩行体験講座やキャラバン隊「まめっ
こ」出張講習、夏休みボランティア体験講座等を実施
し、ボランティアの経験やボランティアについて考え
る場を設けることに努める必要があります。

指導課
社会福祉協議会
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保健福祉推進のための『ネットワークづくり』 （１）地域福祉活動団体間の連携の強化 地域福祉活動の中心となる地区社協、自治会、ボランティア団
体、民生委員児童委員、子ども会、いきいきクラブ等の福祉関係
団体が地域のニーズに合わせた福祉サービスを提供するために
は、お互いの情報を提供及び共有することが必要です。地区社協
は自治会や子ども会などの福祉関係団体及びボランティアにより
構成されていることから、地区社協の活動をより充実させ、各団体
間の連携強化を図ります。

　地区社会福祉協議会連絡会と地区社協ボランティ
アスタッフ懇談会との共催で、災害に備え「災害ボラ
ンティアセンターについて」及び「令和6年能登半島
地震における千葉県社協の取り組み」を議題として
研修会を開催しました。

　地区社会福祉協議会連絡会と地区社協ボランティ
アスタッフ懇談会との共催で、災害に備え「災害ボラ
ンティアセンターについて」及び「令和6年能登半島
地震における千葉県社協の取り組み」を議題として
研修会を開催し、情報提供に努めました。
　地区社協の活動をより充実させるための情報提供
のテーマについて検討する必要があります。

生活支援課
社会福祉協議会
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（２）地域の触れ合いの場づくり（ふれあい
いきいきサロン等）

都市化や核家族化の進展により、希薄化する人間関係に対して、
住民同士が気軽に立ち寄り交流できる「ふれあいいきいきサロン」
等の事業を実施し、各年齢層間の触れ合い促進を図り、更なる機
会の確保に対応していきます。また、障がい者と健常者が共に参
加する行事を支援し、障がい者の交流機会の創出に努め、更に
は、地域の実情に即した触れ合いの場の確保に関する相談支援
についても実施していきます。

　「ふれあい・いきいきサロン事業」等の地区社協の
活動主体が高齢者中心となることから、引き続き感
染対策に留意しながら活動を実施しました。
　障がい者と健常者が共に参加する「おひさまといっ
しょに」等のイベントを実施し、障がい者との交流機
会に努めました。
〇障がい者釣り大会
　関宿クリーンセンター跡地の改修工事に伴い中止
〇第50回”おひさまといっしょに”
　 開催日　令和6年6月15日（土）
　 場　 所　関宿総合公園体育館
　 参加者　市内の各障がい施設利用者、障がい者
　　　　　　　団体連絡会会員、小中学生等
実行委員会の委員に市職員が加わり、開催を支援し
ました。
〇サンスマイル
    開催日　令和6年7月30日（火）
　  場　所　　野田ガスホール（野田市文化会館）
　  参加者　 市内の各障がい施設利用者、障がい
                  者団体連絡会会員、小学生等
事業に対し補助することで、開催を支援しました。
　 岩木小学校では、6月～8月、11月、1月～3月に、
昼休みに児童が岩木小学校老人デイサービスセン
ターを訪問し交流会を実施し、昔の遊びや児童によ
るダンスや歌の披露、クイズやトランプなどのレクリ
エーションを行いました。
  保育所では、地域の高齢者を園に招き、「夏祭り」、
「運動会ごっご」、「芋ほり」等の行事を行いました。

　高齢者、子ども、障がい者等のふれあいの機会を
引き続き実施していく必要があります。
　また、地区ごとに活動内容が様々で、バラつきもあ
るため、内容の見直しや活動の強化を図る必要があ
ります。
　バリアフリー社会の構築に向け、障がいのある人と
ない人が交流を図るため、開催を支援していく必要
があります。
　障がい者釣り大会については、今後の開催の在り
方について、インクルージョンの観点から検討する必
要があります。
　岩木小学校と岩木小学校老人デイサービスセン
ターで協議し、児童とデイサービス利用者が交流を
することができました。
　保育所と高齢者の交流については、高齢者を園に
招き、様々な行事を行うことができました。引き続き、
保育所と地元自治会及び高齢者施設と連携を図り、
継続的して高齢者とのふれあい活動の実施及び充
実を図る必要があります。
　

障がい者支援課
介護支援課
子ども保育課
社会福祉協議会

85 9
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野田市地域福祉計画【第３次改訂版】取組状況

取組実績 評価及び課題
担当課 ページ 項番

令和６年度
基本方針 関連事業 事業内容及び方針

（３）地域自治組織についての検討 地域の潜在力を発揮する仕組みの充実として地域自治組織を担
い、防犯組合の各地域においてパトロールや講習などの防犯活
動を行っています。
引き続き、自治会との協働によるまちづくりを推進するため、自治
会活動に支援を行い、自治会連合会と連携し自治会の意義を積
極的に啓発し、加入促進を行うとともに、強化を図っていきます。

　自治会の事務事業見直し関連では、自治会集会施
設整備事業補助金について、市の考え方を整理し、
方針や案を自治会連合会理事会で協議いただき、
見直しを行いました。
　防犯組合については、自治会連合会を単位とする
17支部を中核として、区域内の自治会等を単位とす
る自主防犯活動を展開しており、令和６年度は、自
主的な防犯活動の支援として、年末一斉防犯パト
ロールに参加し、野田警察署と合同で市内パトロー
ルを実施しました。

　自治会集会施設整備事業補助金については、パブ
リックコメント手続きによる意見募集を行いました。そ
の結果、寄せられた意見がなかったことから、自治
会連合会常任理事会で了承をいただき、規則改正を
行いました。
　 防犯活動については、防犯パトロールへの参加や
防犯合同研修会の実施等、防犯組合各支部の自主
的な防犯活動を支援し、地域の防犯力の向上を図っ
てまいります。

市民生活課 86 10

（４）行政職員の地域活動への参加 地域活動へ参加することで、地域課題の適切な課題把握ができ、
適宜対応していくことができるなど有意義であり、地域活動が活性
化され、地域と行政の協働によるまちづくりの推進に資することか
ら職員の地域活動への参加を要請していきます。

　新規採用職員研修（第一次）において「市民の地域
活動」、新規採用職員研修（第二次）において「地域
貢献～消防団の取組について～」の講義を設け、積
極的に地域活動へ参加する意識を醸成するよう企図
しております。

　新規採用時に研修を行うことにより、地域貢献意識
の高い職員を育成できるものと考えております。
　また、コロナ禍で中止となった時期もありましたが、
例年行われている夏の躍り七夕などには市外在住
の職員も含め参加の協力を得ております。
　一方で、これら地域活動は、個人の活動に終始す
ることから参加実態の把握ができない状況にありま
す。

人事課 86 11

（１）地域生活課題に関する相談を包括的
に受け止める体制の整備

地域活動を通して把握された地域住民が抱える地域生活課題に
関する相談について、住民の身近な圏域において包括的に受け
止め、情報提供や助言を行うとともに、必要に応じて支援関係機
関につなぐことのできる体制の検討を進めます。

　パーソナルサポートセンターを、総合的な相談を受
ける部門として位置づけ、各分野にある既存の相談
支援体制との連携を強化しました。
　また、NPO法人アースアズマザー千葉を重層的支
援体制整備事業における支援事業所とするととも
に、多機関協働が求められる横断的な事例対応の
ための個別支援会議について7回開催しました。

　既に各分野において相談支援体制が構築されてい
ますが、制度と制度の隙間に陥ることがないよう、各
分野を横断的に繋ぐ役割の強化が求められます。

生活支援課 86 12

（２）多機関の協働による包括的な相談支
援体制の構築

住民に身近な圏域にある相談機関では対応し難い複合的で複雑
な課題や制度の狭間(はざま)にある課題等を多機関が協働して
包括的に受け止めることのできる相談支援体制の検討を進めま
す。

　令和6年度からの重層的支援体制整備事業実施に
あたり、既存の相談支援窓口で担当外の課題を把
握した場合の連携については、庁内各課を対象とし
た研修を実施して認識を共有しました。
　また、課題が複雑化・複合化した事例や、制度の狭
間にある課題を抱えた事例については、多機関協働
事業に繋げ、同事業の受託者であるNPO法人アー
スアズマザー千葉により課題の整理、支援機関にお
ける役割分担の調整を行うとともに、課題の解決ま
で伴走して支援を実施しました。

　多くの課題を抱えた方を対象とすることから、既存
の制度を担う担当課や支援機関を繋ぎ、一体となっ
た支援を行うことが重要です。そのため、制度や支
援機関を繋ぐコーディネーターの役割を多機関協働
事業者が担うことを明確にするとともに、その機能が
効果的・効率的に進むよう、支援機関間で認識を共
有する必要があります。

生活支援課 87 13

（３）地域住民等が主体的に地域生活課
題を把握し解決を試みることができる環
境の整備

住民の身近な圏域において、地域住民やボランティア、地域住民
を主体とする地区社協、地域に根ざした活動を行うＮＰＯ等が中
心となって、住民が主体的に地域生活課題を把握して解決を試み
ることができる環境の整備の検討を進めます。

　市民活動に一般の方が参加しやすい機会づくりと、
登録団体間の絆作りを活性化して地域の活動を更
に強化させることを目的に令和6年11月17日に、「福
祉のまちづくりフェスティバル」「市民元気アップふぇ
すた」、「市民ふれあいハートまつり」の3つのイベント
を「のだ　市民活動ふれあいフェスティバル　2024」と
して同時開催しました。
　「ふれあい・いきいきサロン事業」等の地区社協の
活動主体が高齢者が中心となることから、引き続き
感染対策に留意しながら活動を実施しました。

　「のだ　市民活動ふれあいフェスティバル　2024」で
は、一般市民の来場者を増やすため、カラーでチラ
シを作成し、スタンプラリーの参加賞を配布しました。
来場者を増やしていくためには、今後も開催方法や
内容について検討していく必要があります。
　各地区社協において、新型コロナウイルスの感染
対策及び様々な工夫をして、サロン等を実施しまし
た。
　地区ごとに活動内容が様々で、バラつきもあるた
め、内容の見直しや活動の強化を図る必要がありま
す。

市民生活課
生活支援課
社会福祉協議会

87 14

総合的・横断的なサービスの充実 （１）高齢者、障がい者、ひとり親家庭等
の住宅弱者への対策の検討

高齢者世帯、障がい者世帯、ひとり親世帯等の社会的に弱い立
場の方々に、住宅情報の提供や、保証人がいないなどの理由で
入居が困難な世帯への対応などの支援のほか、見守りや緊急時
の対応など「居住の継続」に向けた支援について検討します。

  「野田市住宅困窮者民間賃貸住宅居住支援事業」
を平成17年8月1日から実施しています。
　高齢者世帯、障がい者、ひとり親家庭等の住宅弱
者を対象に、家賃等の支払ができるにもかかわらず
「条件の合う住宅を探すのが困難」、「連帯保証人が
いない」、「入居後の生活が不安」などの理由で、市
内の民間賃貸住宅への入居が困難な世帯へ、民間
賃貸住宅情報の提供、保証会社や既存福祉サービ
スを活用した入居保証及び居住継続支援を行うとと
もに､市民税非課税の世帯に対しては家賃等保証委
託契約時に要する費用の一部を助成することによ
り、入居の機会の確保及び入居後の安定した居住
の継続を支援しています。
　利用状況
   [令和6年度実績]　（令和7年3月末現在）
　  相談件数　0件
　  申請件数　0件
  　入居保証  0件
 　 情報提供　0件

　保証人や賃貸情報に関しては不動産店の取り扱う
債務保証会社が多数あることや、空き物件も多く賃
貸物件が借りやすくなっていること等から利用者が
少ない状況となっています。

営繕課 88 15

地域共生社会の実現に向けた『体制づくり』
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野田市地域福祉計画【第３次改訂版】取組状況

取組実績 評価及び課題
担当課 ページ 項番

令和６年度
基本方針 関連事業 事業内容及び方針

（２）地域での孤立死等への対策 地域で孤立して生活している方の理由として、高齢や障がい等
様々なケースがあり、孤立していることで地域で暮らしにくくなるこ
とが考えられます。このような状況では、安心して暮らせるまちとし
て地域全体が連携してそれぞれの役割を生かした対応が求めら
れます。また、ひとり暮らしの高齢者や障がい者、家族同居世帯
が全員亡くなる事案が発生する等、地域で孤立する恐れがありま
す。地域での孤立化を防止するためには、自治会、民生委員児童
委員、地区社協、各団体等に近隣で助け合う地域の輪につなが
るよう支援するとともに、地域福祉活動を通して協定等の見守り
体制の推進に努めていきます。

　誰もが住み慣れた地域で安心して暮らし続けられ
るよう、地域の自治会や民間企業の協力を得て、孤
立死に繋がりやすい人を見つける手がかりや他者と
の関わりを拒否する人をさりげなく見守り、地域住民
の異変を発見した場合に適切な支援に繋げることを
目的に、地域住民の異変情報提供に関する協定を
締結し、孤立死防止対策を講じています。
・協定書締結状況
　民間事業者19者（令和6年度末現在）
　（新聞販売店8者・宅配会社5者・郵便局他6者）

　孤立している方の実態、人数を把握することは困
難なため、地域の自治会や民生委員児童委員、民
間事業者等と連携し、広く協力を得ることにより、異
変を早期に発見し、適切な支援を行うことが求めら
れます。また、高齢者人口、単身世帯の増加に伴
い、対象となる方も増加すると考えられるため、新た
な手法も含め、多岐にわたる対策が必要です。

生活支援課 88 16

（３）子どもの健全育成に係る施策の総合
的推進

妊娠期から出産、子育て期にわたる様々な相談に応じることで、
ライフステージを通じて切れ目なく適切な支援につなげていきま
す。
児童虐待やひとり親家庭の増加等を背景に要保護児童が増えて
いるため、児童福祉施策や教育行政に加え、様々な地域活動を
組み合わせることで、総合的に対応していきます。

　母子健康手帳交付時や相談、乳幼児健康診査や
訪問等の地区活動をとおし、対象者に合わせた助言
を行い、不安や心配事があったときに、身近な相談
相手として相談できる関係づくりと、ハイリスクで支援
が必要な方には支援プランを作成して対応しました。
　妊産婦や子育てする方の不安感の解消や個々の
状況に応じて関係機関との連携を図り、児童虐待の
リスクの軽減に努めました。
　子どもの発達相談室と保健センターで連携し、発達
の支援が必要な未就学児は専門職が個別及び集団
での支援を行いました。

　母子健康手帳交付時に、保健師等の専門職が聞
き取りの中で、アセスメントシートを活用し、ハイリス
クで支援が必要な方の早期発見介入に努め、必要
に応じて関係機関と連携をとり、個々のニーズにあ
わせた継続的な支援を行うことができました。
　子どもの発達相談室では、心理士、理学療法士、
作業療法士、言語聴覚士を常時配置しており、今後
も専門的、多角的に迅速に相談に対応していく必要
があります。

保健センター
子どもの発達相談室

89 17

（１）効果的・効率的なニーズの把握 公的な福祉サービスに関する相談や苦情・要望については、これ
まで電話や郵便、ファックスやメール、来所により各担当部署で受
け付けてきたほか、各課の会議等の場で出された意見等を書く関
係部署へ報告してきました。さらに市民からの相談、苦情、要望を
データベース化し、市役所ＬＡＮで検索可能なシステムを導入し、
適切かつ早期に行える体制を整備していきます。

　「市政メール問合せ」及び「市長への手紙」で寄せ
られた相談、意見、苦情は即日関係課へ転送し、対
応を依頼しています。
　窓口や電話での市民相談では、市民相談係で話を
伺った後、各担当窓口を案内しています。また法律
などの専門的な相談については、弁護士との法律相
談や税理士との税務相談を案内しています。

　直接、市に入る相談や苦情、また各課で受け付け
たものについて、適切かつ早期の対応を実施するた
めには事例集を作成し、情報を共有することで対応
が可能となるか、関係各課で検討する必要があると
考えています。各課でよく受け付ける質問などは、市
ホームページ「よくある手続等の質問」を更新し公開
しています。

情報政策課
生活支援課
広報広聴課

90 18

90

福祉サービス利用者
の相談体制の充実

（１）成年後見制度・日常生活自立支援事
業の普及啓発

野田市社会福祉協議会が、平成27年度から日常生活自立支援
事業の実施主体となり、平成29年１月からは、野田市成年後見支
援センターを開設し、成年後見制度に関する相談対応、市民後見
人の育成、法人後見事業を実施していることから野田市社会福祉
協議会に対し助成を行っていきます。心配ごと相談運営委員及び
相談員に対しては、成年後見制度・日常生活自立支援での財産
問題などの専門的な相談にも応じることができるよう研修会を開
催し、資質の向上に努めています。

　野田市社会福祉協議会が設置する野田市成年後
見支援センターで、認知症や知的障がいなどの理由
で判断能力が十分でない方が、地域で安心して暮ら
せるように、成年後見支援制度や日常生活自立支
援事業を活用し、支援しました。
【取組実績】
（1）相談支援事業
　　相談件数　　57件（延べ164回）
（2）法人後見事業
　①新規受任件数　 0件
　②終了件数　　 　　3件
　③現受任件数　　11件　（後見10件　保佐1件）
　④後見支援員配置状況
 　・現任者数　　4人
 　・登録者数　　7人（市民後見人養成講座修了者）
（3）日常生活自立支援事業
　①新規契約者数　　25人
　②解約者数　　  　　20人
　③現契約者数 　　111人
  ④生活支援員配置状況
 　・現任者数　　  19人
　

　成年後見制度及び日常生活自立支援事業の普
及、啓発と共に、病院や社会福祉協議会等の関係
機関等との連携強化が図れ、障がいがある人の成
年後見を行いました。
　野田市成年後見支援センターへの相談件数、法人
後見受任件数、日常生活自立支援事業の契約件数
は依然として多数寄せられています。
サービスの質を向上させるため、職員体制の拡充、
職員の専門性の向上が課題です。
制度を必要としている方々に行きわたるよう、制度の
存在や利用方法について周知する必要があります。

障がい者支援課
生活支援課
社会福祉協議会

91 20

19

効果的・効率的なニーズの把握と情報提
供体制の整備

（２）誰もが必要な福祉情報を容易に入手
できる情報提供体制の拡充・強化

【市のホームページ上に市内の福祉情報に関するポータルサイト
を構築】
「総合ポータルサイト」の構築について情報収集及び内容を把握
考慮し、最新の情報提供ができるよう検討します。
【福祉マップの作成】
障がいの有無にかかわらず誰もが活用できる公共施設等のバリ
アフリー情報について、市で作成する各種ガイドブック等に掲載で
きるよう関係部署と連携を図り、周知広報に努めていきます。
【転入者への担当民生委員の紹介】
転入してきた方に対し、相談者として民生委員（児童委員）の紹介
及び一斉改選翌年には、担当地区へ民生委員名簿を全戸配布い
たします。

【福祉マップの作成】
　市のホームページで、市内公共施設のヒアリング
ループ（磁気ループ）設置施設一覧を掲載しました。
　市のホームページ及び障がい福祉ガイドブックにお
いて、市内公共施設のオストメイト対応トイレ一覧を
掲載しました。

【転入者への担当民生委員・児童委員の紹介】
　５月及び９月に広報誌「みんせい」を発行し、民生
委員・児童委員の活動を紹介しました。また、新たに
転入してきた方に対しては、転入届を提出される際、
ご希望がある場合には生活支援課をご案内しており
ます。電話による民生委員・児童委員の連絡先問合
せに対しては、相談内容に合わせた相談窓口の案
内を基本とし、民生委員・児童委員への連絡が必要
な場合は電話番号と苗字を伝え、民生委員・児童委
員の個人情報の保全に努めました。

【福祉マップの作成】
　市内公共施設のヒアリングループ（磁気ループ）設
置施設及びオストメイト対応トイレ一覧について情報
更新し、引き続き周知広報に努める必要がありま
す。

【転入者への担当民生委員・児童委員の紹介】
　転入者に対し、民生委員・児童委員の名簿（担当
地区）を配布できるかの検討が必要。現在は、広報
誌「みんせい」に氏名、電話番号を記載しているが、
住所は記載していません。
　民生委員・児童委員が地域において安定的に活動
できるよう、活動における負担の軽減と個人情報の
保全が課題として挙げられます。

広報広聴課
障がい者支援課
生活支援課
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　・登録者数   　 14人
 　障がい福祉ガイドブックに制度内容を掲載し、普及
啓発に努めるとともに、市役所及び市内相談支援事
業所の基本相談支援において、制度を必要とする方
等への利用案内を実施しました。また、野田市自立
支援・障がい者差別解消支援地域協議会権利擁護
部会において、成年後見制度の現状、課題について
検討しました。

　
　

（２）苦情解決処理システムの利用の促進
（制度の整備）

野田市社会福祉施設苦情解決システム運営要綱に基づき、苦情
解決責任者及び苦情受付担当者を設置するとともに、施設内の
見えやすい場所に周知用チラシを掲示し苦情解決に努めます。

　苦情解決システム運営要綱に基づき、市として福
祉施設サービス苦情相談員を4名選任しております。
　その他、苦情受付担当者を選出し、各施設の見や
すい場所に掲示するなど、広く周知に努めました。
　具体的に申出がなされた場合は、個人情報に関す
るものを除き、市報で公表することとしております。
　令和6年度においては、申出実績はありませんでし
た。

　苦情解決システム運営要綱に基づき、市として苦
情解決責任者及び苦情受付担当者を選出後、福祉
施設へ掲示し、周知しました。今後も、利用者からの
苦情解決のため、引き続き制度や事業の周知に努
め、利用の促進を図る必要があります。

生活支援課 92 21

（３）地域包括支援センターの活用 市内４つの日常生活圏域にある地域包括支援センターでは、高齢
者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるよう、介
護予防ケアマネジメント、総合相談・支援、虐待の防止・早期発見
等の権利擁護事業、介護支援専門員への後方支援などを行って
いきます。

〇要支援1・2の方の介護予防ケアマネジメント
　　（ケアプラン作成）　　　　実施人数：延14,571人
　 うち介護予防・日常生活支援総合事業のみ利用
　 したケアプラン作成数：5,571人
〇総合相談・支援の人数： 延べ25,961人
　 うち、虐待等権利擁護に関する人数：延べ 549人
〇介護支援専門員への後方支援実施人数：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　延べ 629人
　　令和5年6月9日付で野田市南第2地域包括支援
センターが閉鎖し、令和7年2月1日付けで野田市南
第2高齢者支援課地域包括支援センターを開設しま
した。

　介護予防ケアマネジメント、総合相談・支援、権利
擁護事業、介護支援専門員への後方支援につい
て、高齢者の増加に伴い、支援対象者が増加してい
る中、今後も支援が必要な高齢者等の早期発見、対
応をするうえで、関係機関との連携や協力体制がさ
らに重要になると考えます。

地域包括支援課 92 22

生活困窮者の支援 （１）日常生活の支援 「野田市住宅困窮者民間賃貸住宅居住支援事業」により、条件に
見合わない理由による民間賃貸住宅への入居が困難な世帯へ、
住宅情報の提供、保証会社や既存福祉サービスを活用した入居
保証及び居住継続支援を行っています。それとともに非課税の世
帯に対し、家賃保証委託契約時に要する費用の一部を助成し、入
居の機会の確保と入居後の安定した居住の継続を支援し、また、
離職による生活困窮者等の住宅に対し、家賃相当の「住居確保
給付金」を支給しています。
今後は、生活困窮世帯の包括的な実態把握に努め、必要に応じ
た生活支援事業の継続と様々な支援について検討し、必要な施
策と支援体制の強化を図ります。
また、医療・介護扶助等のサービスを安心して受けられるよう関係
機関相互の連携を強化し、継続的に実施していきます。

　生活困窮者世帯の包括的な支援を行いながら、支
援体制の強化を図るため、相談支援関係機関と情
報共有の円滑化及び効率的・効果的な支援を行うた
め、毎月１回、支援調整会議を実施しました。
○支援調整会議
　12回開催、 82ケース検討
○住居確保給付金
　　支給人数　　         3人
　　延べ支給月数　　   12月
　　支給額　　　　588,000円
〇野田市住宅困窮者民間賃貸住宅居住支援事業
利用状況
[令和6年度実績]（令和7年3月末現在）
　相談件数　 0件
　申請件数 　0件
  入居保証   0件
　情報提供   0件

　　引き続き、生活困窮世帯の包括的な実態把握に
努め、必要に応じた生活支援事業の継続と様々な支
援について検討し、必要な施策と支援体制の強化を
図っていく必要があります。
　保証人や賃貸情報に関しては不動産店の取り扱う
債務保証会社が多数あることや、空き物件も多く賃
貸物件が借りやすくなっていること等から利用者が
少ない状況となっています。

営繕課
生活支援課

92 23

（２）自立に向けた支援 平成２７年４月から施行された生活困窮者自立支援法の必須事
業である「自立相談支援事業」により、生活保護に至る前の段階
の自立支援策の強化を図り、また、令和元年度から就労・家計な
ど様々な面からの自立に向けた包括的な支援として、「自立相談
支援事業」、「就労準備支援事業」、「家計改善支援事業」の三事
業を一体的に行っております。今後も、支援対象者の掘り起こしと
就労その他の自立に向けた支援を行っていきます。

パーソナルサポートセンターにおいて、就労支援や
住宅喪失、多重債務、ひきこもりをはじめとした心の
健康等、様々な問題に直面している方の課題解決に
向け、寄り添い型の相談・支援を継続的に実施しまし
た。
○生活困窮者自立相談支援事業
　新規相談者数　　　 　　　　　　239人
　継続相談者数　 　　　延べ　1,449人
　支援件数　　　　　　　　　　　 3,840件
                       （うち電話　2,407件）
○就労準備支援事業
　受付件数　　　　　　　　　　　　　99件
　利用者数　　　　　　　　　延べ　99人
                                   （利用回数　744回）
○家計改善支援事業
　新規相談者数　　　　　　　　    149人
　継続相談者数　　                  378人
　改善者数　　                        　52人

　個々の相談については、制度の狭間に陥ることの
ないよう、パーソナルサポートセンターが中心となっ
て、各分野間で連携して支援を実施しました。
　自立相談支援事業では、相談者に寄り添った効果
的な支援を実施し、自立にづなげることができまし
た。
　就労準備支援事業では、利用者数が増加してお
り、継続的に支援し就労につなげる必要があります。
　家計改善支援事業では、新規相談者が増加してい
るが改善者も増加していることから、当事者を継続し
てきた効果があったと考えます。

生活支援課 93 24
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（３）学習支援事業 平成27年４月から施行された生活困窮者自立支援法の「子どもの
学習支援事業」を、経済的な理由により学校以外に学習の機会の
ない中学生を対象に実施しました。平成29年度からは、受講者を
限定することなく、希望する全ての中学生を対象に実施していま
す。
平成30年度からは、小学３年生も対象にし、「子ども未来教室」と
して引き続き実施していきます。

　経済的な理由により学習機会の少ない中学生を対
象に実施してきた「ステップアップセミナー」を、平成
29年度からは、「子ども未来教室」として、受講者を
限定することなく基礎学力の向上や学習習慣の定着
を希望する中学生全体に拡大して英語と数学の学
習支援を、30年度からは、授業への理解の差が目
立ってくる小学校3年生も対象として、国語、算数の
学習支援を実施しており、令和6年度も引き続き実施
しました。
【対象者】
　受講を希望する市内公立小中学校に通う小学校3
年生及び中学校1年生から3年生まで
【開催期間】
○小学校3年生
　 令和6年4月25日～令和6年10月31日
　　（毎週1回、平均14回）
○中学生
　令和6年4月25日～令和7年3月19日
　（毎週1回、平均45回）
　【開催場所】
○小学生　各学校の特別教室等
○中学生：中央公民館、第二中学校、東部公民館、
南コミュニティ会館、南部梅郷公民館、北コミュニティ

○小学校3年生
　事業終了後の児童アンケートでは、「算数または国
語が好きになった」、「両方が好きになった」と回答し
た児童が約9割となり、学習への興味関心を高めるこ
とにつながりました。
○中学生
　学習効果を確認するために実施した英語・数学の
総合テストの結果を考察すると、基礎問題でのつま
ずきが多かったことから、基礎学力の定着に課題が
あることがわかりました。

　児童、生徒の基礎学力の向上や学習習慣の定着、
学習に対する興味関心を高めるためには、個々の理
解度に応じた指導をしていく必要があります。

生涯学習課 93 25

会館、北部公民館、川間公民館、福田公民館、関宿
公民館、二川公民館、木間ケ瀬公民館の12会場
【最終実績】
○小学生
受講者登録者数　　　　 320人
全体の出席率　    　　 94.3％
全体の延べ受講人数　 4,082人
○中学生
受講者登録者数　　　 　399人
全体の出席率　 　 　 　48.2％
全体の延べ受講人数　 8,579人

（４）生活困窮者支援を通じた地域づくり 生活困窮者を支援する過程において、必要な社会資源の活用、
就労先の開拓、様々な社会参加の場づくりが必要になります。今
後、住民の理解促進を図りながら必要な地域支援ネットワークの
構築等を進めていきます。

　令和6年度より、相談者の属性に関わらず、地域住
民からの相談を幅広く受け止める包括的な相談支援
体制を整える重層的支援体制整備事業を開始しまし
た。
　既存の社会参加に向けた支援では対応できない
ニーズに対応するため、社会や他者とのつながりを
作る支援を実施しました。
　世代や属性を超えて交流できる場や居場所を整備
する地域づくりを実施しました。

　複雑化・複合化した課題に対し、多くの支援機関を
繋げる橋渡しとなる役割を、重層的支援体制整備事
業における多機関協働事業者が担うことを明確に
し、関係機関間での認識を共有する必要がありま
す。

生活支援課 93 26

バリアフリー社会の確立 （１）ハード面のバリアフリー化 福祉のまちづくりパトロールなど、市独自の事業活動を,引き続き
推進していきます。公共施設のバリアフリー化については、福祉
のまちづくり運動推進協議会の意見を踏まえ進めます。

　野田市福祉のまちづくり運動推進協議会を経て、
公共施設の整備を実施しました。
　場所：本庁1階窓口カウンター
　内容：車いす対応カウンターの整備
　　　　　軟骨伝導イヤホンの設置

　

　　「福祉のまちづくりパトロール」により指摘された
歩道等の整備を要する箇所については、応急処理
工事を行い歩行者の安全確保を図ってきたが、令和
２年度までに市内を一巡したことから、公共施設の整
備をすることとし、特にトイレの洋式化を進めてきた
が、市全体の計画として進めていくこととなったた
め、その他の整備改修や新たな機器の整備につい
て、計画的に進めて行く必要があります。

生活支援課
営繕課

94 27

（２）ソフト面のバリアフリー 【心のバリアフリーの推進】
関係団体等の協力を得て、家庭、学校、地域での心のバリアフ
リーを推進していきます。
【障がい者等に対する防災面でのバリアフリー】
災害時の避難に特に配慮を要する避難行動要支援者の名簿整
備が市町村の責務とされ、事前に同意確認を行うことで避難支援
団体等への名簿の事前提供が可能となったことから、避難支援団
体等と事前の情報共有を図り、災害時における実効的な避難支
援活動が行われる体制づくりを進めます。

【心のバリアフリーの推進】
　毎月1日号の市報のだにおいて、「みんなで支える
バリアフリー」を連載し、広く周知を図りました。世界
自閉症啓発デー及び発達障害啓発週間において
は、庁内職員にブルーリボンの着用を呼び掛けると
ともに、障がい者団体が作成した啓発用懸垂幕を掲
示し、関係団体が市役所入口で啓発活動を行いまし
た。
   障がい福祉団体に対して自発的活動支援事業補
助金を交付し、心のバリアフリーの推進及び共生社
会の実現を図りました。
   令和6年11月17日に「福祉のまちづくりフェスティバ
ル」「市民ふれあいハートまつり」「市民活動元気アッ
プふぇすた」の３つを「のだ市民活動ふれあいフェス
ティバル2024」として、同時に開催しました。

【心のバリアフリーの推進】
　障がい者や高齢者等を取り巻く環境や問題をより
よく理解できるよう、展示や体験を通じた啓発を実施
していく必要があります。
   障がいのある人とない人が共に生きていく社会の
実現に向けて、心のバリアフリーを更に推進するとと
もに、一緒に参加できる各行事への参加を支援する
必要があります。

【障がい者等に対する防災面でのバリアフリー】
   自力避難が可能な方や家族が支援可能な方な
ど、避難できる方が名簿に登載されていることから、
真に支援が必要な要支援者が正確に把握できてい
ないなどの課題があります。

障がい者支援課
生活支援課
介護支援課

94 28
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【障がい者等に対する防災面でのバリアフリー】
　野田市防災会議（令和7年2月18日開催）におい
て、避難行動要支援者名簿及び個別避難計画は一
旦白紙とし、実効性のある避難行動要支援者支援計
画の作成に向けて、自治会等と協議していくことで、
避難行動要支援者支援計画の見直し方針が了承さ
れました。

（１）コミュニティビジネスの検討 地域住民が主体的に地域の人材やノウハウ、資金等を活かして
継続的に事業を行い、地域課題をビジネスの手法で解決するコ
ミュニティビジネスの立ち上げ支援について検討しています。（こ
れまで「ふれあい喫茶つくしんぼ」という喫茶店ビジネス形態で対
応している例があります。）今後とも、引き続き情報収集を行い調
査研究していきます。

　地域産業の振興及び発展を図るため、本市の特性
を生かした一般消費者向けの新商品の開発に取り
組む事業者（中小企業者、学校法人、ＮＰＯ法人等）
を対象に補助金を交付して支援する「野田市商品開
発事業」を実施しました。

　令和6年度新規商品開発事業で採択された「超ほし
いも for DOG」の販売が開始されました。
　また、令和5年度は「美人ドレッシング～ＳＡＫＵＲＡ
～」、令和4年度は「野田産ビーフの贅沢キーマカ
レー」「さつま芋と小豆のお粥」「参鶏湯風お粥」、令
和3年度は「関宿城出世カレー」が採択され、継続し
て製造・販売を行っています。
　開発した商品は、市役所１階ラウンジに設置してい
る「野田市の物産」ショーケースでの展示しているこ
とから、来庁者及び開発事業者から「ふれあい喫茶
つくしんぼ」で販売を希望する声を多く頂いていま
す。

商工観光課
生活支援課

95 29

（２）福祉協力店制度の検討 福祉活動に積極的に取り組む企業・店舗等と協力し、障がい者団
体連絡会の作成した「やさしい街マップ」と効果的に連携をとり市
民に情報提供する「福祉協力店制度」の導入等、様々な事例を参
考にしながら、制度の在り方などについて調査研究していきます。

全国の実施事例など実態把握のための情報収集を
行いましたが、現在のところ、「福祉協力店制度」の
実施には至っておりません。

    「福祉協力店制度」の内容について、実施する
サービスの範囲をどの程度とするかは自治体で異な
りますが、この制度を利用することで地域での見守
り、孤立化の防止対策として有効と考えられます。
　実施にあたっては、協力店舗や地域住民の行動範
囲などを掌握し野田市の実態にあった内容とする必
要があります。

生活支援課
社会福祉協議会

96 30

福祉活動の活性化を通じた地域の活性
化

7



野田市地域福祉計画【第3次改訂版】取組状況　＜いのち支える自殺対策の推進＞

事業名 「生きる支援」事業内容 取組実績 ※評価（記号）

（１）地域におけるネット
ワークの強化

コミュニティづくりの推進 自治会役員等を対象にした、コミュニティ活動に関する研
修会等の中で自殺対策についても言及してもらうことで住
民間での意識の醸成の機会となり得る。

　開催した研修会等において、配布や説明は行いま
せんでした。 ×

市民生活課 108 31

市民活動支援センターの運営 地域の課題として、自殺問題を取り上げることで、行政と
民間が連携して「地域づくり」として自殺対策を推進するた
めの基盤づくりになり得る。

　市民活動支援センターに自殺対策を課題として活
動している団体の登録がなく、相談や支援を行いま
せんでした。

×

市民生活課 108 32

地域ケア会議 地域の高齢者が抱える問題や自殺リスクの高い方の情報
等を把握し、地域ケア会議で共有することで、関係者間で
の連携の強化につなげ、高齢者の自殺防止につながる。

地域ケア個別会議開催回数　 26回
地域ケア地区別会議開催回数　6回
地域ケア包括会議　1回
地域ケア推進会議　1回

◎

地域包括支援
課

108 33

高齢者虐待防止ネットワーク協議会 高齢者虐待防止ネットワーク協議会の各会議において虐
待事案として把握した内容を、情報共有することで、関係
者間での連携の強化につなげ、高齢者の自殺防止につな
がる。

高齢者虐待防止ネットワーク協議会代表者会議
開催回数　1回

◎

地域包括支援
課

108 34

生活困窮者自立支援事業 生活保護に至る前の生活困窮者に対し、経済的・社会的
自立を支援するため、就労や生活に関する相談に応じ、
必要な知識や情報の提供及び助言を行うとともに、本人
の状態に応じた就労準備支援や家計改善支援等を行うこ
とで、自殺リスクの軽減を図る。

　パーソナルサポートセンターにおいて、就労支援や
住宅喪失、多重債務、ひきこもりをはじめとした心の
健康等、様々な問題に直面している方の課題解決に
向け、寄り添い型の相談・支援を継続的に実施しまし
た。
○生活困窮者自立相談支援事業
　新規相談者数：239人
　継続相談者数：延べ　1,449人
　支援件数：3,840件（うち電話　2,407件）
○就労準備支援事業
　受付件数：99件
　利用者数：延べ　99人（利用回数　744回）
○家計改善支援事業
　新規相談者数：149人
　継続相談者数：378人
　改善者数：52人

◎

生活支援課 108 35

要保護児童対策地域協議会 虐待を受けている子どもを始めとする要保護児童・要支援
児童等について、関係機関と連携し、情報を共有の上適
切な支援をすることで、児童、又は保護者の自殺防止に
つなぐ。

〇要保護児童対策地域協議会の運営
　代表者会議　2回
　実務者会議　12回
　個別支援会議　80回
〇児童虐待相談受付件数　469件
   うち自殺企図等49件
〇進行管理件数（延べ人数）　 724人
〇進行管理台帳に登録されている子どもで学校・保
育園等に所属している場合、所属機関と毎月1回書
面による情報交換
〇乳幼児健診未受診者、未就園児、不就学児等の
状況確認について
　子ども家庭総合支援課への情報提供件数  25件
〇児童虐待防止推進月間の取組
〇「わたしの願う家族・家庭」ポスター展
　応募総数　294点（小学校291点・中学校3点）
　優秀作品を市ホームページにて公開
〇児童虐待防止ステッカー等を公用車及び市内タク
シー事業所の車両に装着し児童虐待防止意識の向
上を図りました。
〇児童虐待を伴うＤＶ相談件数
　令和6年度新規ＤＶ相談　65件中　18件
  うち自殺企図等3件

◎

子ども家庭総合
支援課

108 36

障がい者基本計画、障がい福祉計
画及び障がい児福祉計画策定事業

障がいに関する計画の推進について、調査審議を行う機
関であり、障がい者福祉事業と自殺対策事業との連携可
能な部分の検討を進めることにより、両事業の更なる連携
の促進を図る。

　令和5年度に策定し、6年度より開始した第7期障が
い福祉計画及び第３期障がい児福祉計画において、
地域の社会的資源の連携を基盤とする相談支援体
制の充実・強化を達成すべき目標に設定しました。ま
た、計画に基づく施策や取組の進捗状況の評価又
は検証を実施しました。

◎

障がい者支援
課

108 37

ページ 項番
生きる支援の関連施策 令和６年度

関連事業 事業内容及び方針 担当課

【地域におけるネットワークの強化】
　生活全般に関わる様々な問題を抱える市民に対
し、一体的な支援を地域で展開していくための拠点
を設置するとともに、自治会等の関係機関との連携
強化を更に進めることで、地域で自殺リスクの高い
市民を早期に発見し、自殺対策との連携を強化しま
す。
【特定の問題に関する連携・ネットワークの強化】
　自殺対策と生活困窮者に対する各種事業との連
携を強化し、自殺リスクの高い生活困窮者を関係機
関が連携して支援できるよう情報共有するなど、支
援を行うための基盤を整備します。

8



野田市地域福祉計画【第3次改訂版】取組状況　＜いのち支える自殺対策の推進＞

事業名 「生きる支援」事業内容 取組実績 ※評価（記号）
ページ 項番

生きる支援の関連施策 令和６年度
関連事業 事業内容及び方針 担当課

野田市自立支援・障がい者差別解
消支援地域協議会運営業務

地域の福祉・医療・教育及び就労に関連する業務に従事
する者により構成される機関であり、各種支援機関の連
携により構築された連携体制は、自殺対策を展開する上
での基盤となる。

　自立支援・障がい者差別解消支援地域協議会の
専門部会として6部会を開催したほか、精神障がいに
も対応した地域ケアシステム構築のための協議の場
を設置し、情報を共有するとともに連携体制を拡充し
ました。

○

障がい者支援
課

108 38

職員向けゲートキーパー養成研修 窓口における各種相談や税金・保険料等の徴収業務の
機会を利用することで、自殺のリスクを抱えた市民を早期
に発見し、支援へとつなぐ役割を担える人材を育成する、
ゲートキーパー養成研修を実施する。

　相談業務や窓口業務に従事する職員を対象とした
ゲートキーパー養成研修を午前と午後に分けて2回
実施しました。
参加者　午前：83名　午後：74名

◎

生活支援課 109 39

一般向けゲートキーパー養成研修 身近な地域で支え手となる市民や日頃から市民への見守
り活動等に尽力している民生委員児童委員等を対象に
ゲートキーパー養成研修を実施する。

　地区民生委員児童委員定例会（全8地区）におい
て、相談窓口一覧を配布するとともに、地域における
見守り、気づき、つなぎの重要性について働きかけを
行いました。（11月・3月）

△

生活支援課 109 40

ボランティア活動団体 ボランティア活動を行う団体に対し、ゲートキーパー養成
研修の案内と受講の推奨を行う。

　地域における身近な見守り役、つなぎ役である、民
生委員児童委員への働きかけを継続的に行いまし
た。講師、会場の調整がつかず、市が主催するゲー
トキーパー養成研修の開催に至らず、ボランティア活
動団体への研修案内と受講の推奨はありませんでし
た。

×

生活支援課 109 41

青少年対策事務 青少年のスカウト連絡協議会、野田市子ども会育成連絡
協議会等の青少年健全育成各団体にゲートキーパー養
成研修の案内と受講の推奨を行う。

　ゲートキーパー養成研修が開催されなかったこと
から、青少年健全育成各団体に案内と受講の推奨を
行うことができませんでした。

×

生涯学習課 109 42

学童保育事業 学童保育を通じて、保護者や子どもの状況把握を行う機
会が多々あることから、学童保育所の職員にゲートキー
パー養成研修の案内と受講の推奨を行う。

　参加人数の都合で市主催のゲートキーパー養成講
座の案内と受講の勧奨は行いませんでしたが、9月
の自殺予防週間に合わせ、指導員に厚生労働省発
「誰でもゲートキーパー手帳」を配布し制度について
の周知を図りました。

○

児童家庭課 109 43

ファミリー・サポート・センター の運
営

子育てに関連する悩みや自殺リスクの把握についての理
解が深まり、必要時には専門機関の支援につなげるな
ど、 気付き役やつなぎ役の役割を担えるようになることか
ら、会員を対象にゲートキーパー養成研修の案内と受講
の推奨を行う。

　参加人数の都合で市主催のゲートキーパー養成講
座の案内と受講の勧奨は行いませんでしたが、9月
の自殺予防週間に合わせ、事務局を通じアドバイ
ザーに厚生労働省発「誰でもゲートキーパー手帳」を
配布し制度についての周知を図りました。

○

児童家庭課 109 44

自殺予防週間や自殺対策強化月間
の周知

９月の自殺予防週間や３月の自殺対策強化月間に合わ
せ、市報に相談窓口等を掲載し周知を図る。

　千葉県の精神保健福祉センターの移転に合わせ、
当初9月の自殺予防週間に合わせて予定したリーフ
レットを10月に作成し、全民生委員児童委員へ配
布、市内公共施設に配架、ホームページへ掲載して
周知を図りました。３月は地区民生委員児童委員定
例会（全8地区）において自殺対策強化月間の周知
に努めました。

○

生活支援課 109 45

図書館での自殺対策の啓発 自殺対策強化月間の周知に合わせて、自殺に関するコー
ナーを設置し、「いのち」や「心の健康」をテーマにした関
連図書の展示等により啓発を図る。

　自殺予防週間（9/10～16）に興風図書館において、
「自殺予防」をテーマに資料展示を実施しました。
　自殺対策強化月間（3月）に南図書館において、「自
殺対策」をテーマに関連資料の展示を実施しました。

◎

興風図書館 109 46

老人福祉センターの運営 高齢者向け相談機関の窓口一覧情報等を施設内に掲示
することにより、高齢者への相談先情報等の周知を図る。

　高齢者向け相談機関の窓口一覧情報等を掲示し、
高齢者への相談先情報等の周知を実施しました。 ◎

高齢者支援課 109 47

中根地域福祉センターの運営 相談機関の窓口一覧情報等を施設内に掲示することによ
り、利用者への相談先情報等の周知を図る。

　高齢者向け相談機関の窓口一覧情報等を掲示し、
高齢者への相談先情報等の周知を実施しました。 ◎

高齢者支援課 109 48

関宿福祉センターやすらぎの郷の
運営

相談機関の窓口一覧情報等を施設内に掲示することによ
り、利用者への相談先情報等の周知を図る。

　高齢者向け相談機関の窓口一覧情報等を掲示し、
高齢者への相談先情報等の周知を実施しました。 ◎

高齢者支援課 109 49

コミュニティづくりの推進 自治会役員等を対象に、コミュニティ活動に関する研修会
の中で自殺対策についても言及してもらうことで、住民間
での意識の醸成と事業の周知を図る。

開催した研修会等において、配布や説明は行いませ
んでした。 ×

市民生活課 110 50

（３）市民への啓発と周知 【リーフレット等の作成と配布】
　各種手続等で窓口を訪れた市民に対し、生きる支
援に関する相談先を掲載したリーフレットを配布す
ることで情報周知を図ります。
【地域のネットワーク会議を活用した情報提供】
　社会福祉協議会や市民活動団体など、様々な分
野の支援者にリーフレットを配布することで、情報の
周知を図ります。
【自殺予防週間と自殺対策強化月間の周知】
　9月の自殺予防週間と3月の自殺対策強化月間の
周知を図ります。
【高齢者や障がい者向け啓発資料への情報掲載】
高齢者や障がい者向けリーフレット等に、生きる支
援に関連した相談先の情報を掲載します。

(２）自殺対策を支える人材
の育成

【ゲートキーパー養成講座】
ゲートキーパーは、保健、医療、福祉、教育、経済、
労働などの様々な分野において、問題を抱えて悩
み、自殺を考えている人に気づき、声かけ、話を聞
いて、必要な支援や相談へとつなぎ、見守る役割を
担います。そのゲートキーパーを養成するための講
座を開催し、身近な地域で支え手となる市民の育成
を進めることで、地域における見守り体制を強化し
ます。

9
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事業名 「生きる支援」事業内容 取組実績 ※評価（記号）
ページ 項番

生きる支援の関連施策 令和６年度
関連事業 事業内容及び方針 担当課

人権教育・啓発に関する野田市行
動計画

講演会等の中で、自殺対策に関連した内容を取り上げる
ことにより、住民への情報周知や啓発を図る。

〇人権教室（小学校）の実施
　12月4日（柳沢小）59人参加
　12月5日（尾崎小）32人参加
　12月9日（福田第一小）8人参加
　12月10日（七光台小）44人参加
　12月12日（関宿中央小）48人参加
〇人権講演会（中学校）の実施
　10月2日（南部中）792人参加
　10月8日（木間ケ瀬中）226人参加
  11月13日（東部中）128人参加

◎

人権・男女共同
参画推進課

110 51

〇人権・男女共同参画にかかるパネル展
　自殺予防対策の一環として、ゲートキーパーに関
する展示、災害時の誹謗中傷等に注意を促す展示
をしました。
　令和７年３月１９日～３月２５日
　市役所１階ふれあいギャラリー
〇人権出前講座や職員研修の際に、自殺防止に関
する内容を取り入れました。
　人権出前講座
　　12月4日　東部公民館（市民セミナー）
　　　インターネットの光と陰
　保育所職員研修への出前
　　令和7年1月16日　野田市役所
　　　人権目線で見た情報モラルと保育

男女共同参画計画 講演会等や啓発情報誌の中で、自殺対策に関連した内
容を取り上げることにより、住民への情報周知や啓発を図
る。

　〇人権・男女共同参画にかかるパネル展
　自殺予防対策の一環として、ゲートキーパーに関
する展示、災害時の誹謗中傷等に注意を促す展示
をしました。
　令和７年３月１９日～３月２５日
　市役所１階ふれあいギャラリー

◎

人権・男女共同
参画推進課

110 52

育英資金に関する事務 支給対象の学生に、生きる支援に関する相談先等の掲載
されたリーフレットを配布することで、支援先の情報周知を
図る。

新規申し込み者がいませんでした。
△

学校教育課 110 53

教職員人事・研修関係事務 研修資料の１つとして、生きる支援に関する相談先等の
掲載されたリーフレットを配布することで、教員自身並びに
児童生徒向けの支援策の周知を図る。

　校内研修用資料としてリーフレットを各校に配布し、
教員及び児童生徒へ生きる支援について周知すると
ともに、管理職との面談を通じて、教員の悩み等の
把握に努めました。

△

学校教育課 110 54

青少年対策事務 地区別懇談会において、青少年の抱える問題や自殺対策
に関連した内容を取り上げ、住民への情報周知や啓発を
図る。

開催実績なし。
×

生涯学習課 110 55

青少年補導センター事業 青少年補導員の研修会等で、青少年の非行防止・青少年
の現状等や自殺対策に関連した内容を取り上げ、情報周
知や啓発を図る。

　青少年補導員の街頭補導においてリーフレットを配
布しました。 ◎

生涯学習課 110 56

ガイドブック作成事業 障がい福祉ガイドブックに相談窓口の一覧情報を掲載し
配布することで、市民に対して相談機関の周知、啓発を図
る。

主な相談機関の一覧を障がい福祉ガイドブックに掲
載し、ガイドブックはホームページで閲覧を可能にし
ました。

◎

障がい者支援
課

110 57

一般相談 日常生活の悩み事や相続、離婚などの一般的な相談を
受ける中で、自殺リスクの高い方がいた場合は、必要に
応じて関係機関と連携し、支援を行う。

自殺リスクのある相談実績なし

×

広報広聴課 110 58

法律相談 土地、相続、金銭貸借、親族、近隣関係など法律全般の
相談を受ける中で、自殺リスクの高い方がいた場合は、必
要に応じて関係機関と連携し、支援を行う。

自殺リスクのある相談実績なし

×

広報広聴課 110 59

交通事故相談 交通事故のもめごとや示談の進め方、損害賠償の請求な
ど相談を受ける中で、自殺リスクの高い方がいた場合は、
必要に応じて関係機関と連携し、支援を行う。

自殺リスクのある相談実績なし

×

広報広聴課 110 60

認知症カフェ 認知症高齢者とその家族が自由に交流できる場を確保
し、介護者同士が自由に話したり相談したりできる情報交
換の場を設けることで、認知症高齢者とその家族の支え
合いの推進に寄与し得る。

認知症カフェ開設数　１０箇所
新たに１団体が認知症カフェを開設しました。

◎

地域包括支援
課

111 61

【自殺リスクを抱える可能性のある人への支援】
　生活全般に関わる問題を気軽に相談できる場所
として一体的に支援を提供する地域の拠点づくりを
進めます。
【適切な介護サービス等の利用支援】
高齢者の身体等の状況変化に合わせて適切な介
護サービス等が利用できるように、相談体制を充実
し、高齢者の生活環境を整えます。
【子育て世帯に対する支援】
　保護者に対する子どもの相談機会の提供や、自
由に交流できる場の設置等を通して問題を抱える
保護者の早期発見と対応に努めます。
【児童家庭に対する支援】
　児童虐待に関する通報や子育て支援に関する相
談に対応し関係機関と連携し、課題の解決を図りま

（４）生きることの促進要因
への支援
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野田市地域福祉計画【第3次改訂版】取組状況　＜いのち支える自殺対策の推進＞

事業名 「生きる支援」事業内容 取組実績 ※評価（記号）
ページ 項番

生きる支援の関連施策 令和６年度
関連事業 事業内容及び方針 担当課

えんがわ 住民主体の通いの場「えんがわ」の開設に補助を行い、
人と人とがつながることができる場所を市内全域に広げる
ことにより介護予防や孤立化の防止を図る。

えんがわ開設39箇所
新規開設箇所は8箇所、開催箇所は38箇所で昨年
度より参加者数も増加しました。

○

高齢者支援課 111 62

認知症サポーター養成 認知症サポーター養成講座を開催し、認知症に関する知
識を有する市民を養成していくことで、認知症の家族が抱
える負担を少しでも軽減するとともに、自殺リスクの低減を
図る。

認知症サポーター養成講座
開催回数　  　　45回
　　参加者数　 　1,661人
　　養成者累計　20,918人

◎

地域包括支援
課

111 63

敬老祝事業 敬老祝い品交付対象者に対し、民生委員等が直接訪問
することにより、本人及び家族の方から悩みや情報交換
等を通じて、自殺リスクの高い方がいた場合は、必要に応
じて適切な相談窓口につなぐ等の対応を取る。

　敬老祝い品交付対象者に対し、民生委員等が直接
訪問することにより、本人及び家族の方から悩みや
情報交換等を通じて、自殺リスクの高い方がいた場
合は、必要に応じて適切な相談窓口につなぐ等の対
応に取り組みました。
令和6年度祝金対象者：39人
令和6年度祝品対象者：1,160人

◎

高齢者支援課 111 64

避難行動要支援者名簿の提供 高齢者や障がい者など、災害時の避難に支援を要する方
について、自主防災組織、自治会等の役員、民生委員等
が、避難行動要支援者名簿を基に、日頃から要支援者の
見守りや声かけを実施することにより、地域とのつながり
を形成し、孤立化の防止を図る。

　自力避難が可能な方や家族が支援可能な方など、
避難できる方が名簿に登載されていることから、真に
支援が必要な要支援者が正確に把握できていない
などの課題があることから、野田市防災会議（令和７
年２月18日開催）において、避難行動要支援者名簿
及び個別避難計画は一旦白紙とし、実効性のある避
難行動要支援者支援計画の作成に向けて、自治会
等と協議していくことで、避難行動要支援者支援計
画の見直し方針が了承されました。

△

介護支援課 111 65

福祉タクシー事業 外出が困難な要介護者に外出する機会を作ることで、要
介護者の困難や問題がひきこもることを抑制する。

　外出が困難な要介護者に外出する機会を作ること
で、要介護者の困難や問題がひきこもることを抑制
することに取り組みました。

◎

高齢者支援課 111 66

家族介護慰労金支給事業 重度の介護を要する高齢者を居宅で介護している家族に
対し、慰労金を支給することにより、介護に係る経済的負
担の軽減及び精神的不安の解消を図る。

　１年以上継続して要介護4又は5の認定を受けてい
る方を介護している家族で、世帯全員が市民税非課
税であり、市税を長期間滞納しておらず、過去１年間
に介護保険サービスを利用せず、過去１年間に通算
90日を超える入院をしていない重度要介護者を介護
している介護者に、家族介護慰労助成金として年額
10万円を支給するものです。
令和6年度支給者数：2人

◎

高齢者支援課 111 67

徘徊高齢者家族支援サービス 徘徊高齢者を介護する家族に無線発信機を貸与し、徘徊
高齢者の安全を確保することで、介護している者等の精
神的負担の軽減を図る。

　徘徊行動の見られる認知症の高齢者を介護する家
族等に、ＧＰＳ機能の付いた無線発信機を貸与し、徘
徊があった場合に、市の指定した事業者がＧＰＳで
居場所を確認して家族等に伝え、徘徊高齢者の安全
確保に努めるサービスを行いました。令和6年度は新
規利用2人、利用資格喪失1人でした。
令和7年3月31日現在利用者：1人

◎

高齢者支援課 111 68

訪問理容サービス事業 理容業者が訪問時に高齢者とその家族の状況が確認で
きることから、自殺リスクの高い方がいた場合は、必要に
応じて適切な相談窓口につなぐ等の対応を取る。

　高齢者の単身世帯、高齢者のみの世帯または要
介護3～5の認定を受けている要介護者で、一般の
利用サービスを受けることが困難な方を対象に、訪
問理容サービス利用事業助成券を交付し、訪問理容
費用の一部を助成するものです。令和6年度は、延
べ20件の助成を行い、自宅を訪問し利用者の様子を
確認することで不安の解消等に取り組みました。

◎

高齢者支援課 111 69

合同就職相談会 就業に対し意欲を持つこと、また就業することにより、社会
からの疎外感や収入に対する不安の解消を図る。

　令和6年11月17日に野田市役所1階エントランス
ホールを会場として障がい者支援課と合同就職相談
会を開催しました。就職を促すことにより、社会から
の疎外感や収入に対する不安の解消に取り組みま
した。

◎

介護支援課
障がい者支援
課

112 70

体験就労事業 就業に対し意欲を持つこと、また就業することにより、社会
からの疎外感や収入に対する不安の解消を図る。

　新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、施
設における受入れを制限していたため、実績があり
ませんでした。 ×

介護支援課 112 71

す。
【支援者への支援】
　介護者、市職員、教職員等、支援者のメンタルヘ
ルスの状態把握に努めるとともに、必要な場合には
早期に適切な支援先へとつなげるなど支援を図りま
す。
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野田市地域福祉計画【第3次改訂版】取組状況　＜いのち支える自殺対策の推進＞

事業名 「生きる支援」事業内容 取組実績 ※評価（記号）
ページ 項番

生きる支援の関連施策 令和６年度
関連事業 事業内容及び方針 担当課

配食サービス ひとり暮らしの高齢者等に夕食の配達をすることで、栄養
のある食事を摂取し健康増進を図る。また、安否確認を行
うことにより、自殺リスクを抱えている利用者の早期発見と
必要に応じて適切な相談窓口につなぐ等の対応を取る。

　食生活の改善と健康増進、また配食時に安否確認
を行い、本人及び家族の不安の解消に取り組みまし
た。
利用者数　271名
配食数　31,751食

◎

高齢者支援課 112 72

家族介護教室 介護に関する知識を得ることで、高齢者介護の負担軽減
や参加者同士の情報交換を行ったりできる場を設けること
で孤立化の防止を図る。

※令和3年度に廃止 高齢者支援課 112 73

ひとり暮らし高齢者福祉台帳 独居高齢者の情報を、民生委員から提出していただくこと
で、自殺のリスクを抱えている可能性のある方への相談
及び必要に応じて適切な相談窓口につなぐ等の対応を取
る。

　独居高齢者の情報を、民生委員から提出していた
だくことで、日常生活に不安を抱えている方への相談
及び必要に応じて適切な相談窓口につなぐ等の対
応を取り、不安の解消に取り組みました。

◎

高齢者支援課 112 74

緊急通報システム 持病を持つ方などが緊急通報装置を設置することで、精
神的安心感を与えることにより、自殺リスクの低減を図
る。

　緊急通報装置を設置することで、持病を持つ方や、
日常生活に不安を抱えている方に対して、精神的安
心感を与えることに取り組みました。
令和6年度新規設置者：27名

◎

高齢者支援課 112 75

介護用品支給事業 要介護者等を介護している者等の経済的負担の軽減を
図るとともに、介護用品の配送時に、安否確認を行い必
要に応じて適切な相談窓口につなぐ等の対応を取る。

　在宅で生活している要介護者及び要支援者を現に
介護している者又は要介護者等本人に対し、介護用
品を支給することにより経済的負担の軽減を図るも
ので、介護認定調査票等により、紙おむつの使用又
は尿失禁が確認できる市町村民税非課税世帯の方
を対象に、大人用紙おむつを支給しました。配送業
者が自宅を直接訪問し利用者の様子を確認すること
で、不安の解消に取り組みました。

◎

高齢者支援課 112 76

養護老人ホームへの措置入所 65歳以上で環境的、経済的理由等により、自宅において
生活が困難な高齢者を措置入所させることにより、高齢者
の身体的・精神的苦痛から解放し、自殺リスクの低減を図
る。

　65歳以上で環境的、経済的理由等により、自宅生
活が困難な高齢者を措置入所させることにより、高
齢者の身体的・精神的な負担の軽減に取り組みまし
た。

◎

高齢者支援課 112 77

複合老人ホーム野田市楽寿園の運
営

施設内に生活相談員を配置していることから、入所者及
び家族等は生活上の問題を相談しやすいことから、自殺
リスクの早期発見と必要に応じて関係機関と連携し、支援
を行う。

　生活相談員を配置し、生活上の問題を相談し易く、
問題を早期に発見し、関係機関と連携し相談と支援
を行いました。

◎

介護支援課 112 78

岩木小学校老人デイサービスの運
営

施設内に生活相談員を配置していることから、入所者及
び家族等は生活上の問題を相談しやすいことから、自殺
リスクの早期発見と必要に応じて関係機関と連携し、支援
を行う。

　生活相談員を配置し、生活上の問題を相談し易く、
問題を早期に発見し、関係機関に相談と連携をし
て、支援を行いました。

◎

介護支援課 112 79

いきいきクラブ連合会の技術支援 スポーツ大会や文化イベント等を開催することにより、高
齢者の社会参加や健康・生きがいづくりを促進し、自殺リ
スクの低減を図る。

　各種スポーツ大会や芸能・カラオケ大会など積極
的にイベントを開催し、高齢者の社会参加や健康・生
きがいづくりの促進に取り組みました。

◎

高齢者支援課 112 80

介護相談員派遣事業 介護相談員（民生委員）の施設訪問時に入所者が気軽に
悩み相談ができることから、自殺リスクの早期発見と必要
に応じて適切な相談窓口につなぐ等の対応を取る。

　市に登録した介護相談員が、介護サービス施設に
出向いて利用者の不満や不安を受け付け、事業者と
行政の橋渡しを行い問題を未然に防ぎ、利用者の権
利擁護の手助けを図りました。

◎

介護支援課 113 81

母子健康手帳交付 妊娠届と母子健康手帳交付時に、保健師等の専門職と子
ども支援室の職員が、経済面や支援者の有無を含め、妊
婦の状況を聞取りし、自殺リスクの高い保護者の早期発
見に努め、必要に応じて関係機関と連携し支援を行う。

　母子健康手帳交付時に、保健師等の専門職が聞
き取りの中で、ハイリスクで支援が必要な方を早期
発見し、関係機関との連携のうえ、より安心安全な環
境で出産子育てができるよう支援しました。

○

保健センター 113 82

子ども相談 妊娠期から18歳までの親子の様々な悩みを相談すること
により、不安を軽減するとともに、自殺リスクの高い保護
者の早期発見をし、必要に応じて関係機関と連携し支援
を行う。

〇妊娠期から子育て期にかけての親子の様々な悩
みを傾聴し、精神面での支援を実施し、必要に応じて
サービスにつなげました。
〇発達課題のある児に対しては、保護者の障がい受
容状況を確認しながら、必要に応じて療育の利用案
内を実施しました。

○

保健センター 113 83

野田市乳児家庭全戸訪問事業（新
生児・妊産婦、低体重児訪問指導を
含む）

乳児を抱える保護者との接触機会を活用し、自殺リスクの
高い保護者の早期発見をし、必要に応じて関係機関と連
携し支援を行う。

〇専門職の訪問において新生児や乳児、産婦の健
康状態や育児状況等の問題を把握し、指導や助言
を行うことで問題解決をはかりました。また、関係機
関と連携し支援を行いました。
〇きめ細やかな支援に努め、必要時サービスの利用
を検討し、こころのケアや育児サポート等の支援を行
い、保護者の育児不安の軽減につなげました。

○

保健センター 113 84
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事業名 「生きる支援」事業内容 取組実績 ※評価（記号）
ページ 項番

生きる支援の関連施策 令和６年度
関連事業 事業内容及び方針 担当課

〇里帰りしている母子は、里帰り先への訪問依頼を
実施し、全数の把握に努めました。

各種健診（乳幼児） 乳児を抱える保護者との接触機会を活用し、自殺リスクの
高い保護者の早期発見をし、必要に応じて関係機関と連
携し支援を行う。

健康診査や健康相談で保護者との接触機会を活
用し、保健師、心理士、栄養士、歯科衛生士など専
門職による相談を実施して、自殺リスクの高い養育
者を早期発見し、関係機関と連携し、支援を行いまし
た。来所した方だけでなく、未受診者には訪問を実施
し、全数の把握に努め、自殺リスクが高い保護者の
早期発見と早期支援につなぎました。

○

保健センター 113 85

寝たきり老人訪問歯科診療 訪問時に在宅介護の状況等を確認できることから、必要
に応じて関係機関と連携し支援を行う。

※令和5年度に廃止 保健センター 113 86

健康相談 健康に関する様々な相談に応じることで、支援が必要な
方々との接触の機会を活用し、自殺リスクの早期発見と
必要に応じて関係機関と連携し支援を行う。

　来所や電話で、個別相談を随j時受付し対応しまし
た。必要に応じて、関係機関と連携し支援を行いまし
た。

○

保健センター 113 87

24時間救急医療体制 通常時間外で応急処置が必要な方のために、精神疾患
の急激な悪化や家族の暴力等による、自殺リスクにかか
わる問題を抱えているケースに対応できるようにする。

　通常時間外で応急対応が必要な方の場合は、保
健所や精神科病院等の関係機関と連携しながら対
応しました。

○

保健センター 113 88

うつ病に関する知識の普及啓発 うつ病の早期発見、適切な治療が自殺予防の大きな鍵で
あることから、個別相談、健康教育、こころの健康に関す
る講演会等を通して、ストレスと上手に付き合うための方
法やストレスに起因するうつ病等の様々な精神症状につ
いて、知識の普及啓発を図る。

　来所や電話で、ストレスに関する相談があった場合
には、必要に応じて関係機関や相談場所の紹介を行
いました。 ○

保健センター 113 89

市税等徴収業務 市税等を滞納している方は、様々な生活上の問題を抱え
ている可能性があり、納税相談を通じて自殺リスクの早期
発見と必要に応じて適切な相談窓口につなぐ等の対応を
取る。

　納付相談において、生活困窮や生活面における困
難な問題を抱えていることを把握した場合には、猶
予制度の説明や適切な相談機関への案内を行いま
した。
　なお、生活困窮による滞納の場合には生活再建に
向けた相談が必要となるため、年度当初に所属職員
に対し、生活再建型納税相談の研修を実施しまし
た。

◎

収税課 114 90

市営住宅事務 公営住宅の居住者や入居申込者は、生活困窮や低収入
等、生活面で困難や問題を抱えていることが少なくないた
め、自殺のリスクが潜在的に高いと思われる住民に接触
する機会を活用し、自殺リスクの早期発見と必要に応じて
適切な相談窓口につなぐ等の対応を取る。

自殺に関する相談
〇入居申込時の相談　0件
〇既存入居者の相談　0件
評価理由は相談件数が0件だったため

×

営繕課 114 91

消費生活相談 消費生活上の困難を抱える人は、自殺リスクの高いグ
ループでもあり、消費生活に関する相談をきっかけに、抱
えている他の課題も把握・対応していくことで、自殺リスク
の早期発見と必要に応じて関係機関と連携し支援を行う。

　消費生活相談では、アドバイスやあっせんにより多
くの問題を解決することができました。また、消費生
活出前講座、安全安心まめメール、SNSを通じ、消費
生活センターのPRを行い、消費者問題について広く
市民に啓発するとともに、千葉県弁護士会と連携し、
消費者問題無料相談会を実施しました。

○

市民生活課 114 92

避難所の運営 避難所生活が長期化してきた場合、避難住民の「こころの
ケア」の問題に対処する必要があり、精神科医や心理カ
ウンセラー、精神保健福祉士等の協力を得て、メンタルヘ
ルスケアを実施するとともに、自殺リスクの早期発見と必
要に応じて関係機関と連携し支援を行う。

　避難所運営マニュアルに、避難住民の「こころのケ
ア」の問題に対応する必要性を明記し、避難所訓練
等において周知しました。 ○

危機管理課 114 93

人権相談 人権擁護委員による人権相談等において、市民の様々な
悩みや相談に応じ、自殺リスクの早期発見と必要に応じ
て関係機関と連携し支援を行う。

　毎月第3木曜日（支所）、27日（市役所）に人権擁護
委員による人権相談を実施しました。
　　市役所：毎月27日
　　いちいのホール：第3木曜日
　　事前予約制、1日4人まで
　　対面だけでなく電話相談も可能
　　相談件数：5件（利用率5.21％）

◎

人権・男女共同
参画推進課

114 94

女性のための相談 女性の様々な問題の相談に応じており、何らかの困難に
直面した際の最初の相談窓口であり、自殺リスクの早期
発見と必要に応じて関係機関と連携し支援を行う。

　毎月第1木曜日～第3木曜日（祝日が含まれる場合
は第4木曜日）に女性のための相談を実施しました。
　相談件数:123件（利用率68.3%）

≪参考≫男性のための電話相談を令和2年度から実
施しています。
　月曜日から金曜日8時30分～17時15分（随時）

◎

人権・男女共同
参画推進課

114 95
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事業名 「生きる支援」事業内容 取組実績 ※評価（記号）
ページ 項番

生きる支援の関連施策 令和６年度
関連事業 事業内容及び方針 担当課

　市職員による傾聴を中心とした相談
　1回30分程度
　相談件数：22件

ＤＶ相談 配偶者やパートナー等からの暴力の相談を通じて、自殺
リスクの早期発見と必要に応じて関係機関と連携し支援
を行う。

　配偶者やパートナー等からの暴力の相談を通じ
て、自殺リスクの早期発見と必要に応じて関係機関
と連携し支援を行いました。
　ＤＶ相談件数　 　499件

◎

子ども家庭総合
支援課

114 96

就学援助と特別支援学級就 学奨励
補助に関する事務

就学に際して経済的困難を抱えている児童・生徒は、その
他にも様々な問題を抱えていたり、保護者自身も困難を
抱えている可能性が考えられることから、費用の補助に際
して保護者と応対する際に、家庭状況に関する聞取りを
行うことで、自殺リスクの早期発見と必要に応じて適切な
相談窓口につなぐ等の対応を取る。

申請のため窓口に来庁した保護者等に対しては、丁
寧に対応しましたが、家庭状況や生活上の悩み等の
相談に至った家庭はありませんでした。

△

学校教育課 114 97

育英資金に関する事務 支給対象の学生との面談時に、家庭の状況やその他の
問題等について聞取りを行う中で、資金面の援助に留ま
らず、自殺リスクの高い方がいた場合は、必要に応じて適
切な相談窓口につなぐ等の対応を取る。

新規申し込み者がいませんでした。

△

学校教育課 115 98

教職員人事・研修関係事務 教職員の過労や長時間労働が問題となる中で、研修によ
り、メンタルヘルスの状態を客観的に把握し、自殺リスク
の高い方がいた場合は、必要に応じて関係機関と連携し
支援を行う。

メンタルヘルス研修を通じて、管理職を含む教職員
の理解を深めるとともに、管理職は自殺リスクの把
握に努めました。なお、自殺リスクの高い者はいませ
んでした。

◎

学校教育課 115 99

学校職員安全衛生管理事業 学校職員（支援者）の健康管理を行うことにより、自殺リス
クの低減を図る。

教員のストレスチェックや時間外勤務時間数の削減
の取組を通じて健康管理を行い、自殺リスクの低減
を図ることができました。

○

学校教育課 115 100

学校職員ストレスチェック事業 ストレスチェックの結果を活用することで、児童生徒の支
援者である教職員に対する支援（支援者への支援）の強
化を図る。

ストレスチェックを通じて、教員の悩みの把握に努め
るとともに、高ストレス者であると判明した場合には、
医療機関の受診を勧める等の支援を行いました。

◎

学校教育課 115 101

給食費の滞納金徴収事務 窓口や訪問徴収等で保護者と応対する際に、家庭状況に
関する聞取りを行うことで、自殺リスクの高い方がいた場
合は、必要に応じて適切な相談窓口につなぐ等の対応を
取る。

直接家庭を訪問しての滞納金徴収は実施できませ
んでしたが、電話や窓口で対応した保護者等につい
ては、家庭状況等の聞取りを行い、併せて生活上の
悩み等の把握に努めました。

△

学校教育課 115 102

教育・いじめ相談（対象：小中学校
の児童生徒）

不登校、いじめ、友人関係、親子関係などの悩みなどの
相談を通じて、自殺リスクの高い方がいた場合は、必要に
応じて関係機関と連携し支援を行う。

　ひばり教育相談員や市カウンセラーが、教育相談
を行いました。
　相談件数　　1,959件

◎

指導課 115 103

教育・いじめ相談（対象：青少年） 不登校、いじめ、友人関係、親子関係などの悩み相談を
受ける中で、自殺リスクのある相談者がいた場合は、必要
に応じて関係機関に連絡する。

相談実績なし。

×

生涯学習課 115 104

つどいの広場事業 乳幼児とその保護者が気軽に集い交流できる場を設ける
ことで、そうしたリスクの軽減に寄与するとともに、自殺リ
スクの早期発見と必要に応じて関係機関と連携し支援を
行う。

令和6年度
　利用人数　1,289人
　相談件数　　  88件　(うち自殺に関する相談なし）

◎

児童家庭課 115 105

地域子育て支援拠点事業 乳幼児とその保護者が気軽に集い交流できる場を設ける
ことで、そうしたリスクの軽減に寄与するとともに、自殺リ
スクの早期発見と必要に応じて関係機関と連携し支援を
行う。

令和6年度
　利用人数　7,850人
　令和4年8月から子ども館が指定管理となったことに
あわせ地域子育て支援拠点機能を持たせ交流・相
談・情報提供・講座関係の基本4事業を実施しまし
た。
　　相談件数　280件　(うち自殺に関する相談なし）

◎

児童家庭課 115 106

学童保育事業 学童保育を通じて、保護者や子どもの状況把握を行う機
会があり、悩みを抱えた子どもや保護者を把握するととも
に、自殺リスクの早期発見と必要に応じて適切な相談窓
口につなぐ等の対応を取る。

　普段から保育の場を通じ保護者や児童とコミュニ
ケーションをとっており、リスクの早期発見につなげ
ておりますが、相談はありませんでした。 ◎

児童家庭課 115 107

子ども館事業 子ども館を通じて、保護者や子どもの状況把握を行う機会
があり、悩みを抱えた子どもや保護者を把握できることか
ら、自殺リスクの早期発見と必要に応じて適切な相談窓
口につなぐ等の対応を取る。

令和6年度
　利用人数　172,191人
　普段から遊びの場を通じ保護者や児童とコミュニ
ケーションをとっており、リスクの早期発見につなげ
ておりますが、リスクの早期発見につなげております
が、相談はありませんでした。

◎

児童家庭課 115 108
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事業名 「生きる支援」事業内容 取組実績 ※評価（記号）
ページ 項番

生きる支援の関連施策 令和６年度
関連事業 事業内容及び方針 担当課

子ども・子育て支援事業計画 の推
進

子ども・子育て支援事業と自殺対策とを連動させることに
より、妊産婦や子育て世帯への支援強化を図る。

　地域子ども・子育て支援事業の実施者に対し、自
殺対策につながるよう、悩みを抱えた世帯の把握に
努めるよう助言を行いました。

◎

児童家庭課 116 109

児童扶養手当支給事務 家族との離別・死別を経験している方は自殺のリスクが高
まる可能性があることから、手当の支給機会を通じて、自
殺リスクの早期発見と必要に応じて適切な相談窓口につ
なぐ等の対応を取る。

〇児童扶養手当
　　受給者数　1,037人

◎

児童家庭課 116 110

養育者支援手当支給事務 家族との離別・死別を経験している方は自殺のリスクが高
まる可能性があることから、手当の支給機会を通じて、自
殺リスクの早期発見と必要に応じて適切な相談窓口につ
なぐ等の対応を取る。

〇養育者支援手当
　　受給者数  2人

◎

児童家庭課 116 111

ひとり親家庭等医療費助成金支給
事務

ひとり親家庭は貧困に陥りやすく、また孤立しがちである
など、自殺につながる問題要因を抱え込みやすいことか
ら、医療費の助成時に当事者との直接的な接触機会を通
じて、自殺リスクの早期発見と必要に応じて適切な相談窓
口につなぐ等の対応を取る。

〇ひとり親家庭等医療費助成金
　　現物給付　  20,975件
　　償還分　   　    345件
     合計　　　    21,320件

◎

児童家庭課 116 112

母子・父子自立支援員設置事業 配偶者のいない者で現に児童を扶養しているもの及び寡
婦に対し、離死別直後の精神的安定を図り、相談に応じ、
その自立に必要な情報提供及び指導を行うとともに、職
業能力の向上及び求職活動に関する支援を行うことを通
じて、自殺リスクの早期発見と必要に応じて適切な相談窓
口につなぐ等の対応を取る。

〇母子・父子自立支援員相談
 令和6年度実績　　　　689件
 （母子家庭672件、父子家庭相談17件）

◎

児童家庭課 116 113

ひとり親家庭等日常生活支援事業 家庭生活支援員を派遣する等その生活を支援し、ひとり
親家庭等の生活の安定を図ることを通じて、自殺リスクの
早期発見と必要に応じて適切な相談窓口につなぐ等の対
応を取る。

〇子育て支援　 6人延べ53日　318時間
　（うち保育所待機時利用　実績なし）
〇生活援助　1人延べ2日　16時間 ◎

児童家庭課 116 114

ひとり親家庭情報交換事業 ひとり親家庭が定期的に集い、お互いの悩みを打ち明け
たり相談し合う場を設け、ひとり親家庭の交流や情報交換
を行うとともに、共助の精神を養い、早期自立のための意
欲の形成と家庭生活の安定を図ることを通じて、自殺リス
クの早期発見と必要に応じて適切な相談窓口につなぐ等
の対応を取る。

〇情報交換事業（8回）　　87人

※参加者が集まらなかったため1回中止
◎

児童家庭課 116 115

母子家庭等就業自立支援事業 母子家庭の母等に対し、就業の支援のための事業を実施
することにより、就業に必要な知識や技能の習得を図り、
母子家庭の母等の経済的な自立を支援することを通じ
て、自殺リスクの早期発見と必要に応じて適切な相談窓
口につなぐ等の対応を取る。

〇就業支援講習会
【パソコン】　　　　 受講者数　　 7人
【日商簿記３級】   受講者数　 　6人
【医療事務】　　　　受講者数　   5人

◎

児童家庭課 116 116

児童家庭相談事業（家庭児童相談） 子育て中の保護者からの育児に関する各種相談、支援を
行うことで、自殺リスクの早期発見と必要に応じて関係機
関と連携し支援を行う。

子ども家庭総合支援拠点（家庭児童相談室）対応件
数（巡回相談含む）
相談件数　2,685件
　うち要保護以外　2,427件 うち自殺企図等　65件
　要保護　　　　　　258件 うち自殺企図等　100件

◎

子ども家庭総合
支援課

117 117

児童家庭相談事業（児童虐待防止
対策）

子どもへの虐待は、家庭が困難な状況にあることを示す
一つのシグナルであるため、保護者への支援を通じて問
題の深刻化を防ぐとともに、自殺リスクの早期発見と必要
に応じて関係機関と連携し支援を行う。

子ども家庭総合支援拠点（家庭児童相談室）対応件
数（巡回相談含む）
相談件数　2,685件
　うち要保護以外　2,427件 うち自殺企図等　65件
　要保護　　　　　　258件 うち自殺企図等　100件

◎

子ども家庭総合
支援課

117 118

児童福祉施設入所事務（母子生活
支援施設、助産施設）

母子家庭や出産に際し経済的困窮を始め様々な困難を
抱えた世帯への、施設入所のあっせんを通じて、そうした
家庭を把握するとともに、心理的なサポートも含めた支援
を継続的に行うことで、自殺リスクの低減と必要に応じて
関係機関と連携し支援を行う。

助産施設
　　入所人数　5人 うち自殺企図等　0件
　母子生活支援施設
　　利用なし

◎

子ども家庭総合
支援課

117 119
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野田市地域福祉計画【第3次改訂版】取組状況　＜いのち支える自殺対策の推進＞

事業名 「生きる支援」事業内容 取組実績 ※評価（記号）
ページ 項番

生きる支援の関連施策 令和６年度
関連事業 事業内容及び方針 担当課

子育て短期支援事業（ショートステ
イ）

子どもの一時預かりは、家族の状況や保護者の抱える問
題・悩み等を察知し、必要に応じて支援を提供していくた
めの契機となり得ることから、自殺リスクの早期発見と必
要に応じて関係機関と連携し支援を行う。

〇宿泊
　利用人数：14人 うち自殺企図等5人
  利用日数：129日
〇日帰り
　利用人数： 2人 うち自殺企図等0人
　利用日数：4日
〇夜間
　利用人数： 6人 うち自殺企図等3人
  利用日数：12日

◎

子ども家庭総合
支援課

117 120

育児支援家庭訪問事業 出産前から支援が必要な妊婦や育児不安や育児ストレス
を感じている家庭に、育児、家事及び相談等の訪問員を
派遣し、子育てへの負担軽減を図る。

〇利用者数　14人 うち自殺企図等3人
　（内訳）
　　出産後1年以内の母親　12人 うち自殺企図等2人
　　養育上の問題を抱える家庭　2人
                                         うち自殺企図等1人
〇派遣日数　152日
〇派遣時間　301.0時間

◎

子ども家庭総合
支援課

117 121

生活困窮者自立支援事業 生活保護に至る前の生活困窮者に対し、経済的・社会的
自立を支援するため、就労や生活に関する相談に応じ、
必要な知識や情報の提供及び助言を行うとともに、本人
の状態に応じた就労準備支援や家計改善支援を実施す
る。

　パーソナルサポートセンターにおいて、就労支援や
住宅喪失、多重債務、ひきこもりをはじめとした心の
健康等、様々な問題に直面している方の課題解決に
向け、寄り添い型の相談・支援を継続的に実施しまし
た。
○生活困窮者自立相談支援事業
　新規相談者数：239人
　継続相談者数　：延べ　1,449人
　支援件数：3,840件（うち電話　2,407件）
○就労準備支援事業
　受付件数：99件
　利用者数：延べ　99人（利用回数　744回）
○家計改善支援事業
　新規相談者数：149人
　継続相談者数：378人
　改善者数：52人

◎

生活支援課 117 122

民生委員児童委員事務 地域で困難を抱えている人に気付き、自殺リスクの高い
方がいた場合は、必要に応じて適切な相談窓口につなぐ
等の対応を取る。

　地域における相談や見守り活動にあたり、自殺リス
クの高い市民を迅速に支援に繋げられるよう、適切
な相談窓口を周知しております。

○

生活支援課 117 123

障がい者差別解消推進事業 障がい者支援課を障がいの差別に関する相談窓口として
位置付け、障がい者差別に関する相談に応じる中で支援
を行う。

　令和6年度は2件の差別に関する相談に対応しまし
た。また、障害者差別解消法のパンフレットを相談支
援専門員連絡会で配布し、周知・啓発に努めました。 ◎

障がい者支援
課

117 124

障がい者等に対する権利擁護 精神障がいや知的障がい等により判断能力が不十分な
方が生活に不安を抱える状態においては、自殺リスクが
高い方も含まれる可能性がある。成年後見制度事業を通
じて支援を行う。

　障がいのある人が「成年後見制度利用支援事業」
を利用して適切な意思決定ができるよう支援し、令和
6年度は市長申立てを2件実施しました。また、障が
い福祉ガイドブックに制度内容を掲載し、普及啓発に
努めました。

◎

障がい者支援
課

117 125

障がい者虐待の対応 野田市障がい者虐待防止センターとして障がいのある人
の虐待に関する通報や相談を通じて当人や家族等の支
援を行う。

　令和6年度は24件の障がい者虐待に関する相談を
受け、養護者、事業者等への事実確認等を行いまし
た。また、市報、ホームページ等で虐待防止の周知・
啓発に努めました。

◎

障がい者支援
課

117 126

障がい者相談員による相談業務 障がいを抱えて地域で生活している方は、生活上の様々
困難に直面する中で自殺リスクが高まる場合があること
から、障がい者当事者による相談業務を実施する。

　障がいのある人同士でしか分からない悩みや問題
の解決に向けて共に考えていく場として当事者相談
を実施しました。 ◎

障がい者支援
課

118 127

（５）児童生徒に対するSOS
の出し方に関する教育

児童生徒が社会において今後様々な困難や問題に
直面した際に、その対処方法を身につけることがで
きるよう、全公立小中学校でSOSの出し方に関する
教育を実施します。

教育相談 いじめや家族・友人と不仲である、級友に悩みを知られた
くない、周囲に心配をかけたくないなどの理由から、問題
を抱え込んでしまう子どももいることから、児童生徒が安
心して悩みを打ち明けられるよう、学校の教育相談体制を
整える。

　各学校において、教育相談週間を設け、悩みを抱
えた児童生徒一人一人に寄り添う相談を実施するな
どの対応をしました。

◎

指導課 118 128
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野田市地域福祉計画【第3次改訂版】取組状況　＜いのち支える自殺対策の推進＞

事業名 「生きる支援」事業内容 取組実績 ※評価（記号）
ページ 項番

生きる支援の関連施策 令和６年度
関連事業 事業内容及び方針 担当課

いじめ防止対策 市内の小中学校の児童生徒を対象にSOSの出し方に関
する教育を実施する。

　児童生徒の悩みや不安について、信頼できる大人
や友達に相談できるように、「市内の全児童生徒に
SOSの出し方授業」を2回実施しました。
実施詳細
　実施回数：2回【1回目：4月実施、2回目：7月実施】
　実施人数：小学校　13,537人、中学校　7,422人
　※2回合計

◎

指導課 118 129
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評価区分 自殺対策の視点での事業の評価の目安 記号

当初の予定通り実施できた 達成割合が８０％相当 ◎

概ね実施できた 概ね６０％以上８０％未満 ○

実施は不十分だった 概ね６０％未満 △

実施できなかった ×
⇒実施できなかった理由を「取
組実績」に記入してください。



野田市地域福祉計画【第3次改訂版】（一部修正）取組状況　＜成年後見制度利用の促進＞

取組実績 評価及び課題

権利擁護支援のための『ネットワークづく
り』

（１）地域連携ネットワークの構築

①本人を後見人とともに支える「チーム」
による対応

権利擁護の支援が必要な人について、後見等開始前において
は、本人に身近な親族や福祉・医療・地域の関係者等が「チーム」
としてかかわる体制作りを進め、チームが協力して日常的に本人
を見守り、本人の意思や状況をできる限り継続的に把握し対応し
ます。また、後見等開始後においては、身上保護を重視した成年
後見制度の運用を行うため、「チーム」に後見人等が加わる形で
対応します。

　体制構築の検討段階であるため、実施していませ
ん。

　「チーム」における地域連携ネットワークのあり方や
構成等、体制を検討する必要があります。

地域包括支援課 126 130

②地域における「協議会」等の体制づくり チームに対し法律・福祉の専門職団体や関係機関が必要な支援
を行えるよう、各種専門職団体・関係機関の協力・連携強化を協
議する「協議会」を設置し、個別の協力活動の実施、支援会議の
開催や多職種間での更なる連携強化策等の地域課題の検討、調
整、解決などを行います。

　体制構築の検討段階であるため、実施していませ
ん。

　チームに対する法律・福祉の専門職団体や関係機
関のあり方や構成員等、体制を検討する必要があり
ます。

地域包括支援課 126 131

（２）中核機関の設置及び担うべき機能

①広報機能 任意後見制度の活用や権利擁護の意義について広報・啓発を進
めるとともに、医療・福祉の関係者、民生委員、金融機関などの関
係者に対しても、支援チームの役割を説明し、権利擁護支援が必
要な人の早期発見と速やかな支援に結び付けます。

　設置を含めた広報・啓発について検討段階である
ため、実施していません。

　制度利用を希望する方、また制度利用が必要な方
に対し、どうやって効果的に後方・啓発ができるかを
検討する必要があります。

地域包括支援課 128 132

②相談機能 高齢者なんでも相談室（地域包括支援センター）、障がい者基幹
相談支援センター等の支援機関においても一般的な相談に対応
し、必要に応じて、成年後見支援センターを案内するなど、必要な
支援につなげていけるよう、連携を強化します。

　設置を含めた相談体制の検討段階であるため、実
施していません。

　現在、後見制度にかかる相談全般を成年後見支援
センター（社会福祉協議会内）が担っていますが、中
核機関における当センターの位置づけや他機関との
連携について検討する必要があります。

地域包括支援課 128 133

③成年後見制度利用促進機能 専門職団体、法人後見を行う法人等と連携して、後見人等候補者
名簿の作成に取り組み、必要に応じて、適切な後見人等候補者を
推薦できる体制を整備します。特に障がい者については、本人の
障がいの特性を十分に踏まえ、後見人等を選任できるよう家庭裁
判所へ適切な情報提供を行います。また、後見人等の交代の推
進について、必要な方策を検討します。さらに、市民後見人の育
成、支援を行ってまいります。

　設置を含めた相談体制の検討段階であるため、実
施していません。

　専門職団体、法人後見を行う法人等から適切な後
見人等候補者を推薦できる体制づくりや、各団体と
の連携について検討する必要があります。
　また、後見人等の交代の推進について、必要な方
策を検討する必要があります。

地域包括支援課 129 134

④後見人支援機能 親族後見人からの日常的な相談に応じ、親族、福祉、医療等の関
係者によるチームが、必要に応じて、本人の状況を継続的に把握
し、適切な対応を行う体制を整備します。

　設置を含めた相談体制の検討段階であるため、実
施していません。

　親族後見人の把握方法や、その支援方法などを検
討する必要があります。

地域包括支援課 130 135

⑤協議会等の運営 地域連携ネットワークの構築に向け、相談機関の中心を担う成年
後見支援センター、地域包括支援センター、専門職団体、福祉関
係者、金融機関、民生委員などとの緊密な連携を図るため、各種
専門職団体、関係機関等で構成する協議会を設置するとともに、
事務運営を担い、様々な問題解決につなげる役目を果たします。

　設置を含めた相談体制の検討段階であるため、実
施していません。

　協議会を運営するにあたり、各関係団体等との連
携や役割について協議し、どのように運営するかを
検討する必要があります。

地域包括支援課 130 136

担当課 項番ページ基本方針 事業内容及び方針
令和６年度

関連事業
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野田市地域福祉計画【第4次改訂版】取組状況

地域共生社会の実現に向けた『体制づくり』 （４）重層的支援体制整備事業の推進 包括的相談支援体制について、庁内会議を定期的に開催す
るなど、既存の相談窓口と関係機関の連携強化に努めま
す。
多機関協働事業について、現実的に実施可能な業務や役割
を整理し、支援機関間の役割分担を明確化した上で、事業
が効果的に運営できるよう、できることを確実に実施していき
ます。
地域づくり事業及び参加支援事業について、市内全域に事
業を展開するため、地域の社会資源を活用し、新たな事業
拠点の開設を検討します。
分野ごとで開催していた会議体において、支援を必要とする
方について各関係機関が課題を共有し、支援内容について
協議をするなど連携を図ってきたところであることから、まず
はこれら既存の会議の強化を図ってまいります。その上で、
各機関相互の連携が強化された時点において、必要に応じ
て支援会議や重層的支援会議の設置を検討いたします。

　複雑化・複合化した地域生活課題に対する支援を必要と
する方や世帯に対する包括的な支援体制を整備するため、
市では6年度より重層的支援体制整備事業を実施しており
ますが、庁内関係課の連携をより強化するため、7年度から
は市政推進室がその調整機能を担っています。
　7年7月には、重層的支援体制整備事業実施要綱を定め、
支援を必要とする方に係る情報の交換や支援の体制につ
いて検討するため、支援会議及び重層的支援会議を設置
することとし、7月4日に第1回の支援会議を開催したところで
す。　
　地域づくりや参加支援事業においては、地域における社
会資源を活用するとともに、これから求められる社会資源や
事業メニューについて、受託事業者とともに毎月1回情報交
換や検討を行っており、そこで把握した社会資源の充足状
況をもとに、今後の開発等について重層的支援会議で適宜
検討いたします。

【包括的相談支援事業】
〇障がい者相談支援事業
　包括的相談支援体制について、既存の相談窓口と関係機
関の連携強化に努め、既存の会議の強化を図ってまいりま
す。
〇利用者支援事業
　子育て家庭に対する相談支援を実施することにより、母子
保健・児童福祉の両機能の連携・協働を深め、子育てに困
難を抱える家庭に対して、切れ目なく、漏れなく対応すること
により、子どもが健やかに成長できる環境を整えます。
　令和7年4月時点では、こども家庭センターは設置していま

生活支援課
障がい者支援課
高齢者支援課
児童家庭課
子ども保育課
子ども家庭総合支援課
保健センター
市政推進室

47 1 

　児童福祉機能としては、要保護児童対策地域協議会の調
整機関として、関係機関と連携して対応し、調査、訪問等に
よる継続的なソーシャルワーク業務を行うことにより、妊娠
期から子育て期にわたるまでの切れ目ない支援や虐待へ
の予防的な対応、個々の家庭に応じた切れ目ない対応など
の相談支援を行います。
　母子健康手帳交付時や、保護者から相談を受けた際に
は、丁寧な聞き取りとアセスメントを行い、個々のニーズに
あわせて社会資源の案内や関係機関との連携を行います。

【地域づくり事業】
〇地域介護予防活動支援事業
　住民主体の通いの場「えんがわ」の開設箇所の増加及び
シルバーリハビリ体操等の普及啓発に取り組み人と人とが
つながることができる場所を市内全域に広げることにより介
護予防や孤立化の防止を図ってまいります。
〇地域子育て支援拠点事業
　地域子育て支援拠点として、交流・相談・情報提供・講座
関係の基本4事業をＮＰＯ法人等に委託して実施していきま
す。
〇つどいの広場事業
　関宿地域の子育て拠点として、交流・相談・情報提供・講
座関係の基本4事業をＮＰＯ法人に委託して実施していきま
す。
〇連携型地域子育て支援拠点事業
　児童センターと子ども館６館が同じ事業者による運営の強
みを活かし、児童センターを拠点に魅力的な事業は共有す
るなど事業の活性化を図ります。
　地域子育て支援センターについては、令和7年度も引き続
き、既存の相談窓口と関係機関の連携強化に努めます。

基本方針 関連事業 事業内容及び方針 令和７年度の取組 担当課 ページ 項番
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野田市地域福祉計画【第4次改訂版】取組状況

基本方針 関連事業 事業内容及び方針 令和７年度の取組 担当課 ページ 項番

地域共生社会の実現に向けた『体制づくり』 （５）再犯防止の推進 市町村における再犯の防止等に関する施策の推進に関する
努力義務が規定されたため犯罪や非行をした人が再び罪や
非行を犯すことなく、立ち直り、再び社会に参加できるよう保
護司や更生保護女性会等支援団体等と連携し、明るく生き
生きと暮らせる地域づくりに取り組んでいきます。

　7月は社会を明るくする運動の強調月間であり再犯防止啓
発月間であるため横断幕やポスター掲示等を行い、ホーム
ページや広報等を通じて広く市民に周知・啓発をしていきま
す。また、年間を通して各地区のイベント開催時に、広報・
啓発活動を行い、地域に根ざした幅広い活動を展開してい
きます。
　【強調月間における啓発活動】
①　黄色い羽根の着用
  　“社会を明るくする運動”推進委員会参加団体団員・市議
会議員・市職員・小学6年生・中学生に黄色い羽根を配布
し、着用することで、この運動の社会的意義を周知します。
②　横断幕の掲示
　 野田ガスホール駐車場フェンスに横断幕を掲示
③　ポスターの掲示
　 市役所や学校、公民館等の公共施設及び駅自由通路等
④　駅前文字表示機での強調月間のメッセージ広報
⑤　災害対応型自動販売機のメッセージボードで強調月間
のメッセージ広報
⑥　デジタルサイネージ（広告付案内板）による情報発信
　 市役所市民課窓口前・市役所正面玄関
⑦　啓発物資の配布  
⑧　第74回“社会を明るくする運動”作文コンテスト入選者の
作文展及び表彰式の開催
ア　作文展・・・期間：7月23日（水）～7月29日（火）
　　　　　　　　　場　所：野田市役所　ふれあいギャラリー
イ　表彰式・・・7月24日（木）野田市役所　議場で実施

生活支援課
営繕課
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⑨　野田夏まつり躍り七夕おどりパレードへの参加
     日時：8月2日（土）　
     実施内容：横断幕を掲げて行進
                    啓発物資の配布、興風会館前にのぼり旗の
　　　　　　　　　設置  

　就労といった生活基盤の確保や人間関係づくりが困難な
場合があることから、生活困窮者自立支援事業、就労準備
支援事業を実施することで、犯罪や非行の防止に努めま
す。
 　住宅弱者からの民間賃貸住宅の入居に関する相談に対
応し、事業の円滑な推進を図るため、協力不動産店及び関
係部署への周知を行い、事業の広報・周知に努めていきま
す。

バリアフリー社会の確立 （２）ソフト面のバリアフリー 【心のバリアフリーの推進】
関係団体等の協力を得て、啓発活動に努めています。家
庭、学校、地域での心のバリアフリーの推進及び共生社会
の実現を図っていきます。

【高齢者や障がいのある人に対する防災面でのバリアフ
リー】
災害時の避難に特に配慮を要する避難行動要支援者の名
簿整備が市町村の責務とされ、事前に同意確認を行うことで
避難支援団体等への名簿の事前提供が可能となったことか
ら、避難支援団体等と事前の情報共有を図り、災害時にお
ける実効的な避難支援活動が行われる体制づくりを進めま
す。避難支援団体等と事前の情報共有を図ることで、災害発
生時における実効的な避難支援活動が行われる体制づくり
を進めます。

【心のバリアフリーの推進】
　障がいのある人とない人が共に生きていく社会の実現に
向けて、市報、自発的活動支援事業補助金等を利用し、心
のバリアフリーを更に推進するとともに、共生社会の実現を
図ります。
　11月23日に「「のだ　市民活動ふれあいフェスティバル　
2025」として、「市民活動ふれあいハートまつり」「市民元気
アップふぇすた」「福祉のまちづくりフェスティバル」の同時開
催を予定しております。

【高齢者や障がいのある人に対する防災面でのバリアフ
リー】
　自治会、民生委員、福祉、医療等避難関係者と協議し、野
田市の実情に応じた避難行動要支援者支援計画の見直し
を行います。

生活支援課
障がい者支援課
介護支援課
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事業名 「生きる支援」事業内容

(２）自殺対策を支える人材
の育成

【ゲートキーパーの育成】
ゲートキーパーは、悩んでいる人に気づき、声をか
けてあげられる人のことで、特別な研修や資格は必
要ありません。誰でもゲートキーパーになることが
できます。
健康面の問題や経済的な困窮、進学や就労の場で
の困難、社会的マイノリティななど、様々な問題を抱
えて悩んでいる人に寄り添い、関わりを通して「孤
独・孤立」を防ぎ、支援することで、命の門番となり
ます。
１人でも多くの方に、ゲートキーパーとしての意識を
持っていただき、地域で行動していただくことで、自
殺のリスクを抱えた人を早期に発見し、支援へとつ
なぐことができるよう育成に努めます。

ゲートキーパーの育成 誰もがゲートキーパーとして活躍し、自殺のリスクを
抱えた市民を早期に発見し、支援へとつなぐことがで
きるよう、ゲートキーパーの普及と促進に努める。

　相談業務や窓口業務に従事する職員を対象とした
ゲートキーパー養成研修を実施します。
  実施予定日
　令和8年3月実施予定

生活支援課 71 4 

（５）児童生徒のSOSの出し
方に関する教育の推進

児童生徒が社会において今後様々な困難や問題
に直面した際に、その対処方法を身につけることが
できるよう、全公立小中学校でSOSの出し方に関す
る教育を実施します。

いじめ防止対策 市内の小中学校の児童生徒を対象にSOSの出し方
に関する教育を実施する。

　県が作成した「SOSの出し方授業」の教材以外に、
市独自の教材を活用し、「SOSの出し方教育」を推進
して行きます。
　また、文部科学省が作成している「教師が知ってお
きたい　子どもの自殺予防」を市内小中学校に周知
し、教職員に対して活用を推進する。なお、令和7年
度の実施については、環境が大きく変わる4月に実
施しており、更に、長期休業前の7月に1回実施いた
しました。

実施日
　1回目：令和7年4月実施
　2回目：令和7年7月実施

指導課 80 5 
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